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漢
晋
期
に
お
け
る
仏
教
流
伝
と
歴
史
叙
述

―
「
書
か
な
い
」
と
い
う
叙
述
行
為

―

永
田　

拓
治

は
じ
め
に

後
漢
三
国
西
晋
東
晋
期
（
以
下
、
漢
晋
期
）
は
、
叙
述
行
為
へ
の
意
欲
が
高
ま
り
、
そ
の
叙
述
の
対
象
が
拡
大
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ

た
。
漢
晋
期
に
編
ま
れ
た
種
々
の
著
述
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
叙
述
対
象
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
貪
欲
に
諸
事

象
を
叙
述
す
る
漢
晋
人
士
の
関
心
の
対
象
は
知
覚
で
き
る
も
の
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
叙
述
意
欲
が
高

ま
っ
た
漢
晋
期
で
あ
る
が
、
奇
妙
な
ほ
ど
の
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
叙
述
対
象
が
あ
る
。
仏
教
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
仏
教
は
お
そ
く
と
も
後
漢
前
期
に
は
中
国
社
会
に
そ
の
姿
を
現
し
、
後
漢
三
国
期
に
は
中
国
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ

た
様
子
が
、
現
存
す
る
仏
教
系
文
献
か
ら
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
漢
晋
期
に
編
ま
れ
た
後
漢
、
三
国
、
西
晋
時
期
を
叙
述
対
象
と
し

た
正
史
を
は
じ
め
と
し
た
王
朝
史
、「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」「
家
伝
」
な
ど
の
人
物
伝
や
地
理
書
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
史
」
書
（「
経

史
」
が
い
ま
だ
分
離
し
て
い
な
い
時
期
を
含
む
た
め
「
史
」
書
と
す
る
）
に
、
仏
教
に
関
わ
る
事
象
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
さ
な
い
。
と
く
に
西
晋

を
対
象
と
す
る
歴
史
叙
述
中
に
は
、
仏
教
に
関
わ
る
事
象
が
い
っ
さ
い
確
認
で
き
な
い
。

梁
・
僧
祐
撰
『
弘
明
集
』
巻
二
、
宗
炳
（
三
七
五
〜
四
四
三
）「
明
仏
論
」
に
は
、「
有
佛
事
於
齊
晉
之
地
久
矣
哉
、
所
以
不
說
於
三
傳

者
、
亦
猶
干
寶
孫
盛
之
史
、
無
語
稱
佛
而
妙
化
實
彰
、
有
晉
而
盛
於
江
左
也
」
と
、
東
晋
期
に
長
江
流
域
で
仏
教
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
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た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
晋
期
に
編
ま
れ
た
干
宝
『
晋
紀
』
や
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
と
い
っ
た
「
史
」
書
中
に
、
仏
教
的
事
象
が
叙
述
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宗
炳
は
東
晋
劉
宋
期
の
隠
士
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
仏
教
に
対
す
る
歴
史
叙
述

の
状
況
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

か
か
る
叙
述
態
度
に
つ
い
て
森
三
樹
三
郎
氏
は
漢
晋
時
期
の
正
史
や
そ
の
他
の
文
献
を
概
括
し
、
中
国
の
正
史
が
仏
教
に
つ
い
て
冷

淡
で
あ
り
、
記
事
を
省
略
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る①

。
塚
本
善
隆
氏
も
、「
漢
以
来
の
歴
史
書
は
、
大
体
に
お
い
て
、
儒
教
主
義
の
知

識
人
官
吏
に
よ
っ
て
皇
帝
を
中
心
と
し
、
都
を
中
心
と
し
、
政
治
を
中
心
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
の
こ
と
、
特
に
外
来

宗
教
の
こ
と
な
ど
は
書
か
な
い
も
の
で
あ
る②

」
と
、
儒
教
的
観
点
に
お
い
て
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
排
除
さ
れ
た
と
す
る
。

し
か
し
、
か
り
に
儒
教
の
価
値
基
準
に
あ
わ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
漢
晋
期
の
仏
教
に
対
す
る
叙
述
態
度
は
あ
ま
り
に
も
極
端
で
あ

る
と
い
え
る
。
く
わ
え
て
、
こ
れ
ま
で
は
仏
教
的
事
象
を
「
書
か
な
い
」
と
い
う
叙
述
態
度
を
示
す
に
い
た
っ
た
過
程
、
お
よ
び
そ
の

判
断
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
し
、
と
あ
る
事
象
が
時
代
の
制
約

に
よ
っ
て
書
か
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
書
か
な
い
」
と
い
う
行
為
に
、
当
該
時
代
の
歴
史
的
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
本
稿
は
、
仏
教
的
事
象
が
「
史
」
書
に
書
か
れ
な
か
っ
た
当
該
時
代
の
歴
史
的
特
質
に
迫
り
た
い
。

第
一
章　

漢
晋
期
の
歴
史
叙
述
に
見
え
る
仏
教

以
下
で
は
論
考
の
都
合
上
、
漢
晋
期
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
状
況
を
概
括
し
て
お
き
た
い③

。
そ
の
さ
い
先
行
研
究
と
の
差
異
化
を
は

か
る
た
め
、
本
稿
で
は
漢
晋
期
に
編
ま
れ
た
各
種
後
漢
史
（
范
曄
『
後
漢
書
』
は
限
定
的
に
使
用
す
る
）、
三
国
諸
史
、
諸
晋
史
と
い
っ
た
い

わ
ゆ
る
「
史
」
書
と
梁
・
僧
祐
撰
『
弘
明
集
』、
同
撰
『
出
三
蔵
記
集
』、
梁
・
慧
皎
撰
『
高
僧
伝④

』、
お
よ
び
劉
宋
・
劉
義
慶
撰
『
世
説
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新
語
』
梁
・
劉
孝
標
注
に
引
か
れ
る
仏
教
系
諸
文
献
と
を
明
確
に
わ
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
各
「
史
」
書
の
編
纂
時
期
に
留
意
し
、
漢

晋
期
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
を
時
系
列
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

「
史
」
書
に
お
け
る
仏
教
叙
述
の
も
っ
と
も
早
期
の
も
の⑤

は
、
魏
・
魚
豢
『
魏
略
』
で
あ
る
。『
三
国
志
』
巻
三
十
魏
書
三
十
烏
丸
鮮

卑
東
夷
伝
に
引
く
魚
豢
『
魏
略
』
西
戎
伝
に
は
、

臨
兒
國
、
浮
屠
經
云
、
其
國
王
生
浮
屠
。
浮
屠
太
子
也
。（
中
略
）
昔
漢
哀
帝
元
壽
元
年
、
博
士
弟
子
景
盧
受
大
月
氏
王
使
伊
存
口

受
浮
屠
經
。
曰
復
立
者
其
人
也
。
浮
屠
所
載
臨
 
塞
、
桑
門
、
伯
聞
、
疏
問
、
白
疏
閒
、
比
丘
、
晨
門
、
皆
弟
子
號
也
。（
下
略
）

臨
兒
の
国
は
、
浮
屠
経
（
仏
教
経
典
）
に
よ
る
と
、
そ
の
国
の
王
が
浮
屠
を
産
ん
だ
と
さ
れ
る
。
浮
屠
は
太
子
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

昔
、
漢
の
哀
帝
元
寿
元
年
（
前
二
）
に
、
博
士
弟
子
の
景
盧
が
大
月
氏
王
の
使
者
で
あ
る
伊
存
に
仏
典
を
口
述
さ
れ
た
。
復
立
と
い

う
の
も
そ
の
人
（
浮
屠
）
の
こ
と
で
あ
る
。
浮
屠
経
に
記
載
さ
れ
て
い
る
臨
蒲
塞
、
桑
門
、
伯
聞
、
疏
問
、
白
疏
間
、
比
丘
、
晨
門
、

は
み
な
弟
子
の
呼
び
名
で
あ
る
。

と
、
仏
典
に
依
拠
し
、
臨
兒
国
の
概
括
と
仏
教
流
伝
の
一
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る⑥

。

つ
い
で
西
晋
期
に
編
纂
さ
れ
た
陳
寿
『
三
国
志
』
巻
三
十
魏
書
三
十
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
韓
の
条
に
は
、

諸
國
各
有
別
邑
、
名
之
爲
 
塗
。
立
大
木
、
縣
鈴
鼓
、
事
鬼
神
。
諸
亡
逃
至
其
中
、
皆
不
還
之
、
好
作
賊
。
其
立
 
塗
之
義
、
有

似
浮
屠
、
而
所
行
善
惡
有
 
。

諸
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
邑
が
あ
り
、
こ
れ
を
蘇
塗
と
言
っ
た
。
大
木
を
立
て
鈴
と
太
鼓
と
を
懸
け
、
鬼
神
を
祭
っ
た
。
逃
亡
者

は
そ
の
中
に
逃
げ
込
む
と
、
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
な
い
た
め
、
悪
事
を
働
い
た
。
蘇
塗
を
立
て
る
意
味
は
、
仏
教
に
お
け
る
仏
塔

を
建
て
る
の
と
似
て
い
る
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
一
方
で
善
行
、
一
方
で
悪
事
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

と
、
韓
に
所
属
す
る
諸
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
蘇
塗
と
名
付
け
ら
れ
た
邑
が
あ
り
、
蘇
塗
が
立
て
ら
れ
た
の
は
浮
屠
（
仏
塔
）
を
建
て
る
こ
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と
に
似
て
い
る
、
と
浮
屠
が
蘇
塗
の
説
明
の
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
『
三
国
志
』
巻
四
九
呉
書
四
劉
繇
伝
附

融
伝

に
、

融
者
、
丹
楊
人
、
初
聚

數
百
、
往
依
徐
州
牧
陶
謙
。
謙
使
督
廣
陵
、
彭
城
運
漕
、
遂
放
縱
擅
殺
、
坐
斷
三
郡
委
輸
以
自
入
。

乃
大
起
浮
圖
祠
、
以
銅
爲
人
、
黃
金
塗
身
、
衣
以
錦
采
、
垂
銅
槃
九
重
、
下
爲
重
樓
閣
道
、
可
容
三
千
餘
人
、
悉
課
讀
佛
經
、
令

界
內
及
旁
郡
人
有
好
佛
者
聽
受
道
、
復
其
他
役
以
招
致
之
、
由
此
遠
近
前
後
至
者
五
千
餘
人
戶
。
每
浴
佛
、
多
設
酒
飯
、
布
席
於

路
、
經
數
十
里
、
民
人
來
觀
及
就
食
且
 
人
、
費
以
巨
億
計
。

融
は
丹
楊
の
人
で
、
は
じ
め
数
百
人
を
集
め
、
徐
州
牧
の
陶
謙
に
身
を
寄
せ
た
。
陶
謙
が
広
陵
、
彭
城
の
物
資
運
漕
の
監
督
に

当
た
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
殺
戮
を
行
い
、
三
郡
（
広
陵
、
彭
城
、
下

）
の
物
資
の
輸
送
を
絶
ち
、
我
が
物
に
し
た
。
こ

の
よ
う
に
力
を
蓄
え
る
と
、
浮
図
の
祠
を
建
立
し
、
銅
で
人
像
を
造
り
、
黄
金
を
全
身
に
塗
り
、
錦
の
あ
や
ぎ
ぬ
を
着
せ
（
浮
図
の

祠
に
安
置
し
）、（
浮
図
の
祠
に
）
九
重
の
銅
盤
を
ぶ
ら
下
げ
、
下
に
は
重
楼
と
回
廊
を
設
け
、
三
千
人
あ
ま
り
を
収
容
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
読
経
を
義
務
づ
け
、
郡
の
内
外
を
問
わ
ず
仏
教
を
好
む
者
に
は
仏
教
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
を
許
し
た
。
ま
た
傜
役
を
免

除
し
て
召
致
し
た
た
め
、
遠
近
を
問
わ
ず
五
千
人
あ
ま
り
が
や
っ
て
き
た
。
灌
仏
会
の
た
び
に
飲
食
の
席
を
設
け
、
路
に
引
か
れ

た
蓆
は
数
十
里
に
も
わ
た
り
、
見
物
や
食
事
に
訪
れ
る
人
の
数
は
一
万
人
に
も
及
び
、
費
え
は
巨
億
に
も
の
ぼ
っ
た
。

と
、
徐
州
牧
陶
謙
に
身
を
寄
せ
た

融
が
勢
力
を
扶
植
し
、
当
地
に
仏
寺
、
仏
塔⑦

を
建
て
、
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。
か
か
る
事
例
が
我
々
の
知
る
仏
教
と
ど
れ
ほ
ど
共
通
性
を
有
す
る
か
は
さ
て
お
き
、
一
部
知
識
人
や
宮
廷
と
い
っ

た
空
間
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
仏
教
が
後
漢
社
会
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
、『
三
国
志
』
巻
六
四
呉
書
十
九
孫

伝
に
、「

意
彌
溢
、
侮
慢
民
神
、
遂
燒
大
橋
頭
伍
子
胥
廟
、
又
壞
浮
屠
祠
、
斬
道
人
」

と
、
孫

が
孫
亮
を
廃
立
し
た
後
の
二
五
八
年
、
伍
子
胥
の
廟
を
焼
き
払
い
、
仏
教
寺
院
（
浮
屠
祠
）
を
破
壊
し
、
僧
侶
（
道
人
）
を
惨
殺
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し
た
と
あ
る
。
陳
寿
の
『
三
国
志
』
呉
書
は
韋
昭
の
『
呉
書
』
を
典
拠⑧

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
記
二
例
は
韋
昭
『
呉
書
』
が
も
と
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
国
呉
朝
に
お
い
て
仏
寺
の
存
在
が
認
知
さ
れ
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
歴
史
叙
述
の
素
材
と
さ

れ
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る⑨

。
く
わ
え
て
『
三
国
志
』
蜀
書
に
は
仏
教
的
事
象
は
確
認
で
き
な
い
が
、陳
寿
も
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、

仏
教
の
存
在
や
当
時
の
都
建
業
に
仏
教
寺
院
が
存
在
し
た
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る⑩

。

と
こ
ろ
で
『
呉
書
』
の
編
者
で
あ
る
韋
昭
は
、『
高
僧
伝
』
巻
一
支
謙
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
が
東
宮
の
教
育
係
で
あ
っ
た
と
き
、
月
支
出

身
で
優
婆
塞（
在
家
の
男
性
信
者
）
で
あ
っ
た
支
謙
も
博
士
と
し
て
同
じ
く
東
宮
に
出
仕
し
て
い
た
と
い
う
。
支
謙
は
優
婆
塞
な
が
ら
多
く

の
仏
典
を
漢
訳
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
韋
昭
と
の
つ
な
が
り
は
、
支
謙
の
『
呉
書
』
へ
の
立
伝
を
予
想
さ
せ
る
。
た
だ
、『
高
僧
伝
』

に
は
、
支
謙
が
外
国
出
身
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
立
伝
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る⑪

。

以
上
の
四
例
が
、
三
国
か
ら
西
晋
期
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
「
史
」
書
で
確
認
し
う
る
仏
教
関
連
の
叙
述
に
な
る⑫

。
こ
こ
で
は
、
三

国
西
晋
期
に
後
漢
三
国
を
対
象
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
「
史
」
書
中
に
の
み
仏
教
的
事
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
、
当
該
時
期
の
仏

教
的
事
象
の
叙
述
は
事
実
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
評
価
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
、
お
よ
び
西
晋
期
に
お
け
る
晋
史
の
叙

述
に
は
、
史
料
的
な
制
約
は
い
な
め
な
い
も
の
の
、
一
例
の
仏
教
関
連
叙
述
も
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と

り
わ
け
西
晋
史
に
お
け
る
仏
教
的
事
象
の
叙
述
は
、
後
代
に
編
ま
れ
た
西
晋
史
の
佚
文
や
唐
修
『
晋
書
』
の
西
晋
部
分
に
も
仏
教
に
関

わ
る
事
象
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
ほ
ど
の
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
東
晋
期
は
、
袁
宏
『
後
漢
紀
』
孝
明
皇
帝
紀
下
巻
第
十
に
、

晩
節
喜
黃
老
、
修
浮
屠
祠
。
八
年
、
上
臨
辟
雍
、
禮
畢
、
詔
天
下
死
罪
得
以
縑
贖
。
 
遣
郞
中
令
詣
彭
城
曰
、
臣
託
在
 
 
、
無

以
率
先
天
下
、
過
惡
素
積
、
喜
聞
大
恩
、
謹
上
黃
縑
二
十
五
匹
、
白
紈
五
匹
、
以
贖
其
愆
。
楚
相
以
聞
。
詔
曰
、
楚
王
誦
黃
老
之

微
言
、
尙
浮
屠
之
仁
祠
、

齋
三
月
、
與
神
爲
誓
、
有
何
嫌
懼
而
贖
其
罪
。
因
還
其
贖
。
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（
楚
王
英
は
）
晩
年
に
黄
老
を
愛
好
し
、
浮
屠
の
祠
を
建
て
た
。（
明
帝
は
）
八
年
に
辟
雍
に
の
ぞ
み
、
礼
が
終
わ
る
と
、
天
下
に
死
罪

を
縑
で
購
う
こ
と
を
許
す
詔
勅
を
下
し
た
。
楚
王
英
が
郎
中
令
を
彭
城
に
派
遣
し
て
言
う
に
は
、
わ
た
く
し
は
藩
蔽
の
位
に
あ
り

な
が
ら
、
天
下
に
率
先
し
て
行
動
す
る
こ
と
な
く
、
過
悪
を
積
み
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
大
恩
を
聞
い
て
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

謹
ん
で
黃
縑
二
十
五
匹
、
白
紈
五
匹
を
献
上
し
、
罪
を
購
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。（
こ
れ
を
受
け
）
楚
の
国
相
は
そ
の
旨
を
上
奏
し

た
。（
こ
れ
に
対
し
て
明
帝
は
）
詔
を
下
し
て
、
楚
王
は
黄
老
の
微
言
を
と
な
え
、
浮
屠
の
仁
祠
を
尊
び
、

も
の
忌
み
を
三
ヶ
月
行

い
、
神
に
誓
い
を
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
何
の
疑
い
が
あ
っ
て
そ
の
罪
を
購
う
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
と
、
縑
を
返
還
し
た
。

と
、
明
帝
の
弟
の
楚
王
英
が
浮
屠
祠
を
建
て
た
こ
と
が
見
え
る
。『
後
漢
書
』
列
伝
三
二
楚
王
英
伝
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
り
、
永
平
八

年
（
六
五
）
に
、
死
罪
に
あ
た
る
罪
科
が
あ
っ
て
も
縑
（
か
と
り
ぎ
ぬ
）
を
収
め
る
こ
と
で
あ
が
な
え
る
と
の
詔
を
受
け
、
楚
王
英
が
さ
っ

そ
く
黄
縑
白
紈
（
黄
・
白
の
き
ぬ
）
三
十
匹
を
納
め
た
の
に
対
し
明
帝
は
、「
黄
老
の
微
言
を
誦
じ
、
浮
屠
の
仁
祀
を
尚
ぶ
」
こ
と
を
問
題

視
せ
ず
、
納
入
さ
れ
た
絹
を
返
還
し
た
と
あ
る⑬

。
ま
た
、
同
紀
孝
明
皇
帝
紀
下
巻
第
十
に
は
、

浮
屠
者
、
佛
也
。
西
域
天
竺
有
佛
道
焉
。
佛
者
、
漢
言
覺
、
將
悟
羣
生
也
。
其
敎
以
修
善
慈
心
爲
主
、
不
殺
生
、
專
務
淸
淨
。
其

精
者
號
爲
沙
門
、
沙
門
者
、
漢
言
息
心
、
 
息
意
去
欲
而
歸
於
無
爲
也
。
又
以
爲
人
死
精
神
不
滅
、
隨
復
受
形
、
生
時
所
行
、
善

惡
皆
有
報
應
。
故
所
貴
行
善
修
道
、
以
鍊
精
神
不
已
、
以
至
無
爲
而
得
爲
佛
也
。
佛
身
長
一
丈
六
尺
、
黃
金
色
、
項
中
佩
日
月
光
、

變
化
無
方
、
無
所
不
入
、
故
能
化
通
 
物
而
大
濟
羣
生
。（
下
略
）

浮
屠
と
は
仏
の
こ
と
で
あ
る
。
西
域
の
天
竺
に
仏
の
教
え
が
あ
る
。
仏
と
は
漢
で
言
う
と
こ
ろ
の
覚
（
さ
と
り
）
で
あ
り
、
群
生
に

物
事
の
道
理
を
悟
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
は
慈
し
み
の
心
を
修
得
す
る
こ
と
を
主
と
し
、殺
生
を
せ
ず
、も
っ

ぱ
ら
清
浄
で
あ
る
こ
と
に
つ
と
め
る
。
そ
の
精
通
し
た
も
の
を
沙
門
と
呼
び
、
沙
門
と
は
漢
で
い
う
と
こ
ろ
の
息
（
心⑭

）
で
あ
る
。

思
う
に
意
を
ひ
そ
め
欲
を
す
て
無
為
の
境
地
に
帰
す
。
ま
た
人
は
死
ん
で
も
霊
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
（
霊
魂
は
）
ふ
た
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た
び
身
体
を
受
け
る
。
生
き
て
い
た
と
き
の
行
い
の
善
悪
に
は
す
べ
て
応
報
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
善
行
を
積
み
道
を
修
め
、
精

神
の
修
練
を
続
け
、
無
為
の
境
地
に
い
た
っ
て
仏
と
な
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。
仏
身
は
一
丈
六
尺
、
黄
金
色
で
、
う
な

じ
に
日
月
の
光
を
お
び
、
自
在
に
変
化
し
、
入
り
込
め
な
い
場
所
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
万
物
に
精
通
し
い
っ
さ
い
の
生
き
物
を

お
お
い
に
救
済
す
る
の
で
あ
る
。

と
、
浮
図
や
沙
門
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る⑮

。
こ
こ
で
は
、
三
国
西
晋
期
の
叙
述
中
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
仏
教
に

つ
い
て
の
解
釈
が
語
ら
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
後
、
東
晋
期
に
お
い
て
も
、
西
晋
を
対
象
と
し
た
歴
史
叙
述
に
は
仏
教
に
関
わ
る
内
容
は
一
切
見
ら
れ
な
い
が
、
東
晋
史
を
扱

う
歴
史
叙
述
中
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
ふ
た
た
び
そ
の
姿
を
現
す
。
た
と
え
ば
『
世
説
新
語
』
方
正
第
五
、二
六
劉
孝
標
注
に
引
く
孫
盛

『
晋
陽
秋
』
に
は
、「（
周
）
嵩
事
佛
、
臨
刑
猶
誦
經
」
と
、
王
敦
に
誅
殺
さ
れ
た
周
嵩
（
〜
三
二
四
）
が
仏
に
仕
え
、
処
刑
に
臨
ん
で
な
お

経
文
を
誦
し
た
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
『
世
説
新
語
』
排
調
第
二
五
、五
一
劉
孝
標
注
に
引
く
『
晋
陽
秋
』
に
は
、

何
充
性
好
佛
道
、
崇
修
佛
寺
、
供
給
沙
門
以
百
數
。
久
在
揚
州
、
徴
役
吏
民
、
功
賞
 
計
、
是
以
爲
遐
邇
所
譏
。
充
弟
準
、
亦
精

勤
、
唯
讀
佛
經
、
營
治
寺
廟
而
已
矣
。

何
充
は
生
来
、
仏
教
を
好
み
、
仏
寺
を
崇
め
造
営
し
多
く
の
僧
に
供
養
し
た
。
長
く
揚
州
に
在
任
し
、
役
人
や
民
を
徴
用
し
て
寺

を
建
立
し
、
幾
万
も
の
寄
進
を
し
た
た
め
、
遠
近
か
ら
そ
し
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
何
充
の
弟
で
あ
る
何
準
も
仏
教
に
熱
心
で

あ
っ
た
が
、
経
を
読
み
寺
院
の
建
立
の
み
を
行
っ
た
。

と
、
何
充
（
二
九
二
〜
三
四
六
）
が
仏
教
に
傾
倒
し
た
様
子
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。『
晋
陽
秋
』
は
孝
武
帝
期
に
秘
書
監
で
著
作
を
兼
任
し

て
い
た
孫
盛
に
よ
る
晋
史
で
あ
り
、
同
時
代
的
に
仏
教
に
言
及
し
た
数
少
な
い
事
例
で
あ
る⑯

。
く
わ
え
て
孝
武
帝
期
に
は
、『
世
説
新

語
』
賞
誉
第
八
、一
一
四
劉
孝
標
注
に
引
く
『
泰
（
太
）
元
起
居
注⑰

』
に
、「
法
汰
以
十
二
卒
、
烈
宗
詔
曰
、
法
汰
師
喪
逝
、
哀
痛
傷
懷
、
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可
贈
錢
十
 
」
と
、
孝
武
帝
の
年
号
で
あ
る
太
元
（
三
七
六
〜
三
九
六
）
を
冠
し
た
起
居
注
に
、
孝
武
帝
が
竺
法
汰
の
死⑱

を
悼
み
、
詔
に
よ

り
銭
十
万
を
支
給
し
た
と
い
う
叙
述
が
見
え
る
。『
史
通
』
巻
十
一
史
官
建
置
篇
に
は
、「
案
晉
令
、
 
作
郞
掌
起
居
集
注
、
撰
錄
諸
言

行
、
勳
伐
煦
載
史
籍
者
」
と
、
晋
令
で
は
著
作
郎
が
起
居
注
の
編
述
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ
る
。
東
晋
期
に
お
け
る
起
居
注
に
つ
い
て
は

史
料
的
制
約
に
加
え
、
後
代
に
重
撰
さ
れ
た
可
能
性⑲

も
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
事
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
二
章　

魏
西
晋
期
に
お
け
る
祀
典
再
編
と
仏
教

三
国
西
晋
期
に
は
歴
史
叙
述
中
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
仏
教
的
事
象
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
上
述
の
通
り
西
晋
史
を
対
象
と
す
る

歴
史
叙
述
中
に
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
痕
跡
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
叙
述
態
度
は
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
不
自
然
と
い

え
る
。

「
史
」
書
中
に
は
そ
の
痕
跡
を
見
い
だ
せ
な
い
西
晋
期
の
仏
教
で
あ
る
が
、仏
教
系
文
献
の
『
弘
明
集
』
巻
十
四
釈
僧
祐
弘
明
論
後
序

に
は
、「
晉
武
之
初
、
機
緣
漸
深
、
耆
域
耀
神
通
之
跡
、
竺
誰
集
法
寶
之
藏
、
所
以
百
辟
搢
紳
、
洗
心
以
進
德
、
 
邦
黎
憲
、
刻
意
而
遷

善
」
と
、
西
晋
武
帝
初
は
、
機
縁
（
本
人
に
備
わ
っ
て
い
る
仏
道
に
向
か
う
能
力
が
も
た
ら
す
教
化
を
受
け
る
機
会
）
が
深
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
と

の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
耆
域
が
神
通
の
跡
を
耀
か
せ
、
竺
法
護
（
二
三
三
〜
三
一
〇
）
が
三
蔵
を
集
め
た
こ
と
が
そ
の
具
体

的
な
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

竺
法
護
は
敦
煌
郡
出
身
で
、
師
に
随
い
西
域
を
歴
訪
し
、
多
数
の
仏
典
を
将
来
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
仏
典
を
「
晋
文
」（
漢
語
）

に
翻
訳
し
、
中
華
世
界
に
仏
典
を
広
め
た
功
労
者
と
評
さ
れ
る⑳

。
訳
経
は
後
漢
の
安
世
高
以
降
、
支
楼
迦
讖
、
康
僧
会
、
支
謙
ら
に
よ
っ

て
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
東
晋
の
釈
道
安
撰
『
綜
理
衆
経
目
録
』
を
も
と
に
撰
述
さ
れ
た
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
二
新
集
撰
出
経
律
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論
録
第
一
に
は
、
竺
法
護
以
前
の
訳
経
と
し
て
後
漢
の
安
世
高
の
四
十
巻
を
皮
切
り
に
計
一
二
一
巻
の
仏
典
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
か

か
る
漢
訳
仏
典
は
、『
広
弘
明
集
』
巻
三
帰
正
篇
第
一
之
三
に
引
く
『
七
録
』
序
中
の
「
古
今
書
最
」
に
、「
晉
中
經
簿
四
部
、
書

一
千
八
百
八
十
五
部
、
二
 
九
百
三
十
五
卷
、
其
中
十
六
卷
、
佛
經
、
書
簿
少
二
卷
、
不
詳
所
載
多
少
」
と
、
武
帝
期
の
校
書
事
業
で
、

整
理
さ
れ
た
書
一
八
八
五
部
、
二
万
九
三
五
巻
の
う
ち
十
六
巻
が
仏
典
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
一
部
が
採
録
さ
れ
た
と
判

断
で
き
る
。

こ
の
校
書
事
業
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
三
職
官
部
三
一
秘
書
郎
の
条
に
引
く
『
晋
起
居
注
』
に
、「
武
帝
遣
祕
書
、
圖
書
分
爲
甲

乙
丙
丁
四
部
、
使
祕
書
郞
各
掌
其
一
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
主
導
の
も
と
実
施
さ
れ
た
国
家
事
業
で
あ
っ
た
。
咸
寧
年
間
（
二
七
五

〜
二
八
〇
）
以
降
、
秘
書
（
秘
書
監
は
荀
勗
）
が
実
施
部
局
と
な
り
天
下
の
図
書
を
収
集
し
、
甲
乙
丙
丁
の
四
部
に
分
類
し
た
も
の
で
、『
晋

武
帝
中
経
簿
』
と
し
て
完
成
す
る㉑

。『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
〇
一
芸
文
部
七
刊
校
謬
誤
の
条
に
引
く
「
荀
勗
譲
楽
事
表
」
に
は
、「
臣
掌
 

作
、
又
知
祕
書
、
今
覆
校
錯
誤
、
十
 
餘
卷
書
、
不
可
倉
卒
、
復
抒
他
職
、
必
有
廢
頓
者
也
」
と
、
荀
勗
が
著
作
（
史
書
編
纂
）
と
秘
書

（
校
書
）
と
を
管
轄
し
、
図
書
の
錯
誤
の
校
訂
を
担
当
し
て
い
た
が
、
集
め
ら
れ
た
十
万
あ
ま
り
の
書
に
対
し
、
そ
の
作
業
を
慌
た
だ
し

く
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
他
職
を
兼
任
し
て
行
え
ば
、
か
な
ら
ず
や
失
敗
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
か
ら
、
当
時
書
目

の
作
成
に
当
た
り
、
十
万
巻
あ
ま
り
も
の
書
籍
が
集
め
ら
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

中
嶋
隆
蔵
氏
が
「
わ
ず
か
に
書
籍
目
録
に
お
け
る
取
り
扱
い
の
変
化
や
、
史
書
に
お
け
る
志
類
の
出
入
の
み
を
手
懸
か
り
と
し
て
憶

測
を
た
く
ま
し
く
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い㉒

」
と
指
摘
す
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
確
認
で
き
る
歴
代
書
目
中
で

仏
典
が
初
め
て
採
録
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
中
国
仏
教
史
を
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い
。
当
時
は
、
訳
経
事
業
に
加
え
、
都
洛
陽

に
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
仏
像
や
仏
画
の
作
成
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
が
か
な
り
可
視
的
な
存
在
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る㉓

。
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一
方
、
こ
の
校
書
事
業
で
ど
れ
ほ
ど
の
仏
典
が
収
集
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
後
漢
の
安
世
高
か
ら
武
帝
の
校
書
ま
で

に
漢
訳
さ
れ
た
仏
典
が
す
で
に
一
二
一
巻
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、『
晋
武
帝
中
経
簿
』
へ
の
採
録
数
が
十
六
巻
と
い
う
の
は
、
い
さ

さ
か
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
こ
と
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
法
苑
珠
林
』
巻
二
八
神
異
篇
第

二
十
雑
異
部
第
五
感
応
縁
に
引
く
王
琰
『
冥
祥
記
』
に
、「
太
康
中
禁
晉
人
作
沙
門
、（
抵
）
世
常
奉
法
精
進
、
潛
於
宅
中
起
立
精
舎
、
供

養
沙
門
」
と
、
太
康
中
（
二
八
〇
〜
二
八
九
）
に
晋
人
（
漢
人
）
の
出
家
を
禁
じ
た
と
あ
る
こ
と
が
手
が
か
り
と
な
る
。

漢
人
の
出
家
に
つ
い
て
は
、『
晋
書
』
巻
九
五
芸
術
仏
図
澄
伝
に
、「
其
 
作
郞
王
度
奏
曰
、
佛
、
外
國
之
神
、
非
諸
 
所
應
祠
奉
。

漢
代
初
傳
其
道
、
惟
聽
西
域
人
得
立
寺
都
邑
、
以
奉
其
神
、
漢
人
皆
不
出
家
。
魏
承
漢
制
、
亦
循
前
軌
」
と
、
著
作
郎
王
度
が
仏
は
外

国
の
神
で
あ
り
、
中
華
の
天
子
が
遵
奉
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
漢
代
に
仏
教
が
伝
来
し
た
当
初
は
西
域
人
に
の
み
仏
寺
の
建
立
、
仏

の
信
奉
が
許
さ
れ
に
と
ど
ま
り
、
漢
人
は
出
家
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
旨
を
奏
上
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
後
趙
政
権
下

に
お
い
て
漢
人
出
家
者
の
増
加
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
魏
は
漢
の
制
度
を
踏
襲
し
た
と
の
発
言

か
ら
、
魏
朝
下
で
も
漢
人
の
出
家
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

魏
朝
下
に
お
け
る
出
家
の
状
況
に
つ
い
て
は
、『
高
僧
伝
』
巻
一
訳
経
上
魏
雒
陽
曇
柯
迦
羅
伝
に
、

以
魏
嘉
平
中
來
至
洛
陽
。
于
時
魏
境
雖
有
佛
法
、
而
道
風
訛
替
、
亦
有

僧
未
稟
歸
戒
、
正
以
剪
 
殊
俗
耳
。
設
復
齋
懺
、
事
法

祠
祀
、
迦
羅
既
至
、
大
行
佛
法
。
時
有
諸
僧
共
請
迦
羅
譯
出
戒
律
、
迦
羅
以
律
部
曲
制
、
文
言
繁
廣
、
佛
敎
未
昌
、
必
不
承
用
、

乃
譯
出
僧
祇
戒
心
、
止
備
朝
夕
。
更
請
梵
僧
立
羯
磨
法
受
戒
、
中
夏
戒
律
、
始
自
于
此
。

（
曇
柯
迦
羅
は
）
魏
の
嘉
平
年
間
に
洛
陽
に
や
っ
て
き
た
。
当
時
、魏
の
国
内
に
は
仏
法
が
存
在
し
て
い
た
が
仏
教
の
教
え
は
振
る
わ

ず
、
僧
侶
た
ち
の
中
に
は
受
戒
せ
ず
、
た
だ
剃
髪
し
て
い
る
点
に
お
い
て
俗
人
と
異
な
る
だ
け
の
者
が
い
た
。
斎
戒
、
懺
悔
の
儀

式
を
執
り
行
う
に
し
て
も
、（
既
存
の
）
祭
祀
の
や
り
方
を
模
倣
し
行
わ
れ
て
い
た
が
、
迦
羅
が
や
っ
て
き
て
、
仏
法
が
大
々
的
に
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行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
に
僧
侶
た
ち
が
み
な
迦
羅
に
戒
律
を
訳
経
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
が
、
律
部
は
細
か
い
決
ま
り
事

で
あ
り
、
文
言
も
繁
雑
で
冗
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
、（
迦
羅
は
）
仏
教
が
盛
ん
で
な
い
現
状
で
は
き
っ
と
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
考

え
、
そ
こ
で
『
僧
祇
戒
心
』
を
訳
し
、
た
だ
朝
夕
の
備
え
と
し
た
。
さ
ら
に
梵
僧
を
招
き
受
戒
の
法
で
あ
る
羯
磨
の
法
を
設
け
た
。

中
国
の
戒
律
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、曇
柯
迦
羅
が
嘉
平
年
間
（
二
四
九
〜
二
五
四
）
に
洛
陽
に
来
た
当
時
の
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
自
ら
剃
髪
し
出

家
し
た
の
が
漢
人
で
あ
っ
た
の
か
、
非
漢
人
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
正
式
な
受
戒
を
経
ず
と
も
出
家
者
と
認
知
さ
れ
る

状
況
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
武
帝
期
に
漢
人
の
出
家
が
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
漢
魏
以
来
の
禁
令
に
も
関
わ
ら
ず
、

武
帝
の
頃
に
は
漢
人
の
出
家
者
が
増
加
傾
向㉔

に
あ
り
、
看
過
で
き
な
い
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
漢
人
の
出
家
禁

止
令
は
、
校
書
に
お
け
る
仏
典
の
採
録
と
と
も
に
武
帝
の
仏
教
に
対
す
る
直
接
的
な
態
度
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
で
あ
り
、
武
帝
の

仏
教
に
対
す
る
政
治
的
態
度
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
漢
人
が
沙
門
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
た
背
景
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
魏
の
嘉
平
年
間
に
洛
陽

に
や
っ
て
き
た
曇
柯
迦
羅
が
目
に
し
た
光
景
に
手
が
か
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
式
な
受
戒
を
経
ず
に
剃
髪
し
た
の
み
の
僧
侶
と
既

存
の
祭
祀
を
模
倣
し
た
仏
教
儀
礼
の
存
在
で
あ
る
。
両
者
は
、
戒
律
に
関
す
る
訳
経
が
不
十
分
で
あ
り㉕

、
仏
教
儀
礼
も
確
立
し
て
い
な

か
っ
た
当
時
の
仏
教
界
に
内
在
す
る
問
題
の
所
在
を
教
え
て
く
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
既
存
の
祭
祀
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
当
時
の
祭
祀
に
対
す
る
王
朝

の
態
度
を
確
認
す
る
こ
と
で
そ
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。『
三
国
志
』
巻
二
文
帝
紀
黄
初
五
年
（
二
二
四
）
十
二
月
の
詔
に
は
、

先
王
制
禮
、
所
以
昭
孝
事
祖
。
大
則
郊
社
、
其
次
宗
廟
。
三
辰
五
行
、
名
山
大
川
、
非
此
族
也
、
不
在
祀
典
。
叔
世
衰
亂
、
崇
信
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巫
史
、
至
乃
宮
殿
之
內
、
戶
牖
之
閒
、
無
不
沃

、
甚
矣
其
惑
也
。
自
今
其
敢
設
非
祀
之
祭
、
巫
祝
之
言
、
皆
以
執
左
道
論
、
 

于
令
典
、

先
王
が
礼
を
定
め
た
の
は
、
孝
の
道
筋
を
明
ら
か
に
し
先
祖
に
仕
え
る
た
め
で
あ
る
。
最
も
重
大
な
も
の
は
天
地
の
祭
祀
で
あ
る

郊
、
社
で
あ
り
、
そ
の
次
が
先
祖
を
祀
る
宗
廟
で
あ
る
。
三
辰
、
五
行
、
名
山
大
川
の
こ
の
類
い
で
は
な
い
も
の
は
、
祀
典
と
は

み
な
さ
な
い
。
末
世
は
衰
え
乱
れ
、
巫
史
を
崇
め
信
じ
、
宮
殿
内
、
室
内
に
酒
を
注
い
で
神
を
祭
る
ま
で
に
い
た
っ
て
お
り
、
そ

の
乱
れ
は
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
あ
え
て
祭
る
べ
き
で
な
い
祭
祀
、
巫
女
の
言
葉
を
用
い
る
も
の
は
道
を
外
れ
た
行
為
と

し
て
裁
く
こ
と
と
す
る
。
令
典
に
記
録
せ
よ
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
後
漢
末
の
祭
祀
の
乱
れ
を
受
け
た
文
帝
が
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
て
令
典
に
明
記

さ
せ
た
も
の
に
、「
祭
る
べ
き
で
は
な
い
祭
祀
（
祀
典
に
含
ま
れ
な
い
祭
祀
）」
と
「
巫
祝
の
言
葉
」
と
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。ま

ず
、「
巫
祝
の
言
葉
」
に
つ
い
て
は
、
応
劭
『
風
俗
通
義
』
怪
神
第
九
「
会
稽
俗
多
淫
祀
」
に
、「
巫
祝
賦
斂
受
謝
、
民
畏
其
口
、

懼
被
祟
、
不
敢
拒
絕
。
是
以
財
盡
於
鬼
神
、
產
匱
於
祭
祀
」
と
、
巫
祝
が
金
銭
を
集
め
謝
礼
と
し
て
受
け
取
り
、
民
は
巫
祝
の
言
葉
を

お
そ
れ
、
祟
り
が
あ
る
こ
と
を
こ
わ
が
り
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
民
は
鬼
神
に
財
産
を
つ
ぎ
込
み
、
淫
祀
の
た
め
に
困

窮
し
て
い
っ
た
、
と
そ
の
害
を
指
摘
す
る
。
予
言
性
を
含
意
す
る
巫
祝
の
言
葉
と
淫
祠
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

つ
ぎ
に
、「
祀
典
に
含
ま
れ
な
い
祭
祀
」
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
巻
三
明
帝
紀
青
龍
元
年
（
二
三
三
）
五
月
の
条
に
、「
詔
諸
郡
國

山
川
不
在
祠
典
者
勿
祠
」
と
あ
り
、
明
帝
期
に
も
、
諸
郡
国
に
詔
を
下
し
山
川
の
な
か
で
祀
典
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
祀
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
施
策
は
後
漢
末
以
降
、
増
大
し
た
種
々
の
祭
祀
を
再
編
す
る
動
き
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
祀
典
の
厳
格
化
の
動
き
は
西
晋
に
も
引
き
継
が
れ
る
。『
晋
書
』
巻
十
九
礼
志
上
の
武
帝
泰
始
元
年
（
二
六
五
）
十
二
月
の
詔
に
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は
、

昔
聖
帝
明
王
修
五
嶽
四
瀆
、
名
山
川
澤
、
各
有
定
制
、
所
以
報
陰
陽
之
功
故
也
。
然
以
道
莅
天
下
者
、
其
鬼
不
神
、
其
神
不
傷
人
、

故
祝
史
薦
而
無

辭
、
是
以
其
人
 
愼
幽
冥
而
淫
祀
不
作
。
末
世
信
道
不
篤
、
僭
禮
瀆
神
、
縱
欲
祈
請
、
曾
不
 
而
遠
之
、
徒
偸

以
求
幸
、
祅
妄
相
煽
、
舍
正
爲
邪
、
故
魏
朝
疾
之
、
其
案
舊
禮
具
爲
之
制
、
使
功
 
於
人
者
必
有
其
報
、
而
祅
淫
之
鬼
不
亂
其
閒
。

昔
聖
帝
、
明
王
が
五
嶽
、
四
瀆
、
名
山
、
川
沢
を
修
め
る
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
制
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
陰
陽
の
功
に
報
い

る
た
め
で
あ
っ
た
。
正
し
い
道
を
も
っ
て
天
下
に
の
ぞ
め
ば
、
鬼
は
神
威
を
及
ぼ
さ
ず
、
神
（
自
然
的
神
威
）
が
人
を
傷
つ
け
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
祝
史
（
神
官
）
の
薦
め
る
文
辞
に
も
、（
鬼
神
に
）
は
じ
る
よ
う
な
内
容
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
は
幽
冥
に
対
し
て
敬
虔
で
か
つ
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
淫
祠
を
作
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
末
世

（
後
漢
末
）
に
な
り
正
し
い
道
を
信
じ
る
心
が
薄
れ
、
礼
に
違
え
神
を
冒
涜
し
、
欲
望
の
ま
ま
に
祈
祷
し
、（
幽
冥
を
）
敬
い
遠
ざ
け
る

ど
こ
ろ
か
、
僥
倖
を
か
す
め
と
ろ
う
と
し
、
妖
し
げ
な
も
の
を
妄
り
に
煽
り
た
て
、
正
し
い
道
を
棄
て
邪
な
行
い
が
は
び
こ
っ
た
。

ゆ
え
に
魏
朝
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
に
く
み
、
旧
礼
に
基
づ
き
具
体
的
に
制
度
を
設
け
、
人
民
に
対
し
て
著
し
い
功
徳
が
あ
っ
た

神
に
は
報
い
、
妖
淫
の
鬼
が
紛
れ
込
ま
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

と
、
後
漢
末
以
降
、
人
民
に
対
す
る
功
徳
へ
の
応
報
と
し
て
定
制
と
さ
れ
た
祭
祀
に
加
え
、
私
利
私
欲
を
目
的
と
し
た
雑
多
な
祭
祀
が

横
行
し
た
た
め
、
魏
朝
下
で
祭
祀
の
再
編
が
行
わ
れ
た
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
祀
典
で
は
な
い
祭
祀
と
は
、
人
民
に
対

す
る
功
徳
な
し
に
祭
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
詔
勅
で
は
二
年
（
二
六
六
）
正
月
に
、
有
司
が
春
分
に
厲
殃
と
禳
祠
と

を
祭
祀
す
る
よ
う
に
上
奏
し
た
こ
と
に
対
し
、
祀
典
で
は
な
い
も
の
は
除
く
よ
う
に
、
と
の
詔
勅
が
下
さ
れ
て
い
る
（
二
年
正
月
、
有
司

奏
春
分
祠
厲
殃
及
禳
祠
、
詔
曰
、
不
在
祀
典
、
除
之
）。
同
じ
く
『
晋
書
』
巻
三
武
帝
紀
泰
始
二
年
の
条
に
も
、「
二
年
春
正
月
丙
戌
、
遣
抒
侍

中
侯
史
光
等
持
節
四
方
、
循
省
風
俗
、
除
禳
祝
之
不
在
祀
典
者
」
と
、
兼
侍
中
侯
史
光
ら
を
各
地
へ
派
遣
し
、
地
域
の
風
俗
を
安
ん
じ
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る
と
と
も
に
、
禳
祝
の
祀
典
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。

『
通
典
』
巻
五
五
礼
十
五
禳
祈
に
、「
漢
制
、
厲
殃
、
祀
天
地
日
月
星
辰
四
時
陰
陽
之
神
、
以
師
曠
配
之
」
と
、
厲
殃
と
は
、
天
地
、

日
月
、
星
辰
、
四
時
、
陰
陽
の
神
を
祀
る
漢
の
制
と
あ
る
。
同
巻
に
は
「
魏
祀
五
郊
六
宗
及
厲
殃
。（
中
略
）
王
肅
云
、
厲
殃
、
漢
之
淫

祀
耳
」
と
、
魏
で
も
厲
殃
は
五
郊
、
六
宗
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
王
肅
は
漢
の
淫
祠
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。『
礼
記
』
曲
礼
下

に
は
、「
非
其
所
祭
而
祭
之
、名
曰
淫
祀
、淫
祀
無
福
」
と
、祭
る
べ
き
で
な
い
も
の
を
祭
っ
た
祭
祀
を
「
淫
祀
（
淫
祠
）」
と
呼
び
、祭
っ

て
も
福
は
な
い
と
す
る
。

淫
祠
と
仏
寺
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
三
国
呉
の
例
で
あ
る
が
『
高
僧
伝
』
巻
一
訳
経
上
魏
呉
建
業
建
初
寺
康

僧
会
に
、「
至
孫
皓
卽
政
、
法
令
 
虐
、
廢
棄
淫
祀
。
乃
及
佛
寺
、
竝
欲
毀
壞
」
と
、
孫
皓
が
即
位
し
淫
祠
の
取
り
締
ま
り
の
矛
先
が
仏

寺
に
ま
で
及
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
孫
皓
が
淫
祠
と
仏
寺
と
を
同
一
視
し
て
い
た
可
能
性
、
言
い
か
え
れ
ば
、
当
時
、
淫
祠

と
仏
寺
と
が
明
確
に
区
分
で
き
な
い
側
面
を
も
つ
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る㉖

。
曇
柯
迦
羅
が
見
た
仏
教
祭
祀
と
既
存
の
祭

祀
と
の
結
び
つ
き
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
そ
の
も
の
が
問
題
視
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
祀
典
祭
祀
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

既
存
の
祭
祀
と
結
び
つ
い
た
仏
教
の
一
部
が
、
祭
祀
再
編
の
動
き
の
な
か
で
祀
典
に
含
ま
れ
な
い
祭
祀
、
つ
ま
り
は
「
淫
祠
」
と
し
て

取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る㉗

。

こ
の
祀
典
再
編
の
動
き
と
あ
わ
せ
、
仏
教
流
伝
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
施
策
と
し
て
泰
始
三
年
（
二
六
七
）
の
星
気
・
讖
緯
の
学
の

禁
止
（『
晋
書
』
巻
三
武
帝
紀
泰
始
三
年
十
二
月
の
条
「
禁
星
氣
讖
緯
之
學
」）
が
あ
る
。
星
気
と
は
占
星
術
の
こ
と
で
あ
り
、
讖
緯
と
は
、
予
言

に
関
わ
る
讖
と
経
書
を
解
釈
す
る
た
め
の
緯
を
指
す
。
か
か
る
星
気
・
讖
緯
の
学
は
仏
教
と
も
少
な
か
ら
ず
関
わ
り
が
あ
っ
た
。『
出
三

蔵
記
集
』
巻
十
三
康
僧
会
伝
第
四
に
は
、「
博
覽
六
典
、
天
文
圖
緯
、
多
所
貫
涉
」
と
康
僧
会
が
図
緯
に
通
じ
て
い
た
と
あ
り
、『
高
僧

伝
』
巻
一
訳
経
上
魏
洛
陽
曇
柯
迦
羅
に
は
、「
善
學
四
圍
陀
論
、
風
雲
星
宿
圖
讖
運
變
、
 
不
該
綜
」
と
、
中
国
に
戒
律
を
も
た
ら
し
た
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曇
柯
迦
羅
も
星
宿
・
図
讖
の
運
変
に
精
通
し
て
い
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
仏
教
は
そ
の
布
教
に
あ
た
り
星
気
・
讖
緯
の
思
想

を
は
じ
め
中
国
固
有
の
種
々
の
思
想
や
俗
信
を
援
用
し
て
い
た㉘

。

こ
の
後
漢
以
降
、
朝
野
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
星
気
・
讖
緯
の
学㉙

が
禁
止
さ
れ
た
背
景
に
は
、
わ
ず
か
な
期
間
で
二
度
も
行
わ

れ
た
禅
譲
に
よ
る
王
朝
交
替
が
あ
っ
た
と
考
え
る㉚

。
詳
細
は
省
く
が
、『
三
国
志
』
文
帝
紀
裴
松
之
注
に
引
く
『
献
帝
伝
』
に
は
、
漢
魏

禅
譲
の
際
に
讖
緯
の
書
を
駆
使
し
た
魏
王
国
側
の
理
論
武
装
の
様
子
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
漢
魏
禅
譲
を
範
と
す
る
魏
晋
禅
譲
に

と
っ
て
も
讖
緯
思
想
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
推
察
で
き
る㉛

。
し
か
し
、
皇
帝
と
な
っ
た
武
帝
に
と
っ
て
讖
緯
思
想
は
き
わ
め
て

不
都
合
な
存
在
で
あ
っ
た32

。
な
ぜ
な
ら
、
西
晋
王
朝
も
魏
朝
同
様
に
、
つ
ぎ
の
受
命
者
か
ら
禅
譲
を
迫
ら
れ
る
危
険
性
を
内
包
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
禅
譲
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
讖
緯
的
思
想
を
摘
む
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
西
晋
朝
下
で
編
ま
れ
た
『
三
国
志
』
の
漢
魏
禅
譲
、
魏
晋
禅
譲
に
関
わ
る
文
帝
紀
、
三
少
帝
紀
陳
留
王
奐
に
は

讖
緯
的
叙
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
仏
教
と
の
関
わ
り
に
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
訳
経
に
讖
緯
思
想
が
援
用

さ
れ
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る33

。
こ
の
こ
と
は
、『
晋
武
帝
中
経
簿
』
に
よ
る
仏
典
採
録
の
判
断
、
お
よ
び
西
晋
王
朝
の
仏
教
に
対
す
る

政
治
的
態
度
に
少
な
か
ら
ず
作
用
し
た
と
推
測
で
き
る
。

く
わ
え
て
福
原
啓
郎
氏
が
、
星
気
と
讖
緯
の
学
に
対
す
る
禁
令
と
翌
月
の
泰
始
律
令
の
発
布
と
に
関
連
が
あ
っ
た
と
す
る
点
は
重
要

で
あ
る34

。
先
に
み
た
と
お
り
、
魏
文
帝
は
、
祀
典
の
整
備
厳
格
化
を
は
か
り
、
令
典
に
そ
の
旨
を
明
文
化
し
て
い
る
。
冨
谷
至
氏
は
、

後
漢
期
に
隆
盛
し
た
礼
教
主
義
の
理
念
が
現
実
の
法
令
と
し
て
採
用
さ
れ
、
令
が
典
籍
と
し
て
行
政
法
規
と
な
っ
た
嚆
矢
を
、
晋
の
泰

始
四
年
（
二
六
八
）
の
晋
令
四
十
巻
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
令
典
（
非
刑
罰
・
行
政
法
規
）
が
成
立
し
た
と
す
る35

。
武
帝
が
魏
の
祀
典
を
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
魏
の
祀
典
が
晋
令
（
祠
令
）
の
骨
子
と
な
っ
た
と
推
論
で
き
る36

。

魏
以
降
に
お
け
る
祀
典
再
編
成
の
流
れ
を
受
け
、
魏
令
を
踏
襲
し
泰
始
律
令
を
策
定
し
た
武
帝
の
政
治
施
策
を
ふ
ま
え
る
の
で
あ
れ
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ば
、
わ
ず
か
十
六
巻
で
は
あ
る
が
、
漢
訳
仏
典
が
『
晋
武
帝
中
経
簿
』
に
採
録
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教

の
す
べ
て
を
排
斥
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
当
時
の
政
治
的
判
断
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。一
方
で
そ
の
採
録
が
十
六
巻
に
と
ど
ま
っ

た
の
は
、
当
時
の
仏
教
祭
祀
が
、
晋
令
の
定
め
る
祀
典
の
基
準
で
は
認
め
ら
れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

あ
わ
せ
て
、
こ
の
仏
典
の
扱
い
は
、
当
時
の
仏
教
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
想
像
で
き
る37

。
そ
の
ひ
と
つ
反
応
と
し
て
、
竺
法

護
の
仏
典
漢
訳
事
業
が
挙
げ
ら
れ
る
。
竺
法
護
は
武
帝
の
泰
始
二
年
ご
ろ
か
ら
訳
経
事
業
を
開
始
す
る
が
、
泰
始
十
年
（
二
七
四
）
か
ら

太
康
四
年
（
二
八
三
）
の
十
年
間
に
は
一
経
も
訳
出
し
て
い
な
い38

。
こ
の
十
年
の
大
部
分
は
ま
さ
に
武
帝
の
校
書
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た

と
想
定
さ
れ
る
時
期
と
重
な
り
、
竺
法
護
が
訳
経
を
再
開
し
た
の
は
校
書
事
業
完
了
後
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
竺
法
護
が
太
康
五

年
（
二
八
四
）
以
降
に
訳
し
た
『
正
法
華
経
』
十
巻
、『
光
讃
般
若
経
』
十
巻
な
ど
は
、
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
武
帝
の
主
導
す
る
校
書
事
業
に
お
い
て
漢
訳
仏
典
が
、
わ
ず
か
し
か
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
対
す
る
危
機

感
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

第
三
章　

西
晋
期
に
お
け
る
修
史
と
仏
教

『
晋
武
帝
中
経
簿
』
に
仏
典
が
採
録
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、中
国
王
朝
の
宮
廷
図
書
に
仏
典
が
配
架
さ
れ
た
画
期
的
な
出
来
事
で
あ

る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
方
で
、
仏
教
的
事
象
が
当
時
の
修
史
に
お
い
て
い
っ
さ
い
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な

理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
武
帝
期
の
修
史
状
況
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
当
時
修
史
は
中
書
が
実
施
部
局
で
あ
り
、
荀
勗
が
長
官
を
務
め
て
い

た
。
荀
勗
は
受
禅
の
初
め
中
書
監
に
任
じ
、
泰
始
九
年
（
二
七
三
）
ご
ろ
か
ら
秘
書
監
を
も
兼
務
し
て
い
る
。
こ
の
体
制
は
、
平
呉
前
夜
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の
咸
寧
五
年
（
二
七
九
）
ま
で
の
六
年
あ
ま
り
に
及
ぶ
。
晋
代
の
中
書
は
、『
初
学
記
』
巻
十
一
職
官
部
上
中
書
令
第
九
に
引
く
『
晋
令
』

に
、「
中
書
爲
詔
令
、
記
會
時
事
、
典
作
史
書
」
と
、
詔
令
の
ほ
か
史
書
の
編
纂
に
も
従
事
し
た
。
荀
勗
も
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
設

官
部
九
中
書
監
五
一
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に
、「
荀
勗
字
公
曾
、
拜
中
書
監
、
加
典
 
作
、
詔
撰
天
帝
紀
、
又
與
賈
充
共
定
律
令
、
班

下
施
用
」
と
、
中
書
監
と
あ
わ
せ
て
著
作
の
官
に
任
じ
、
詔
に
よ
り
天
帝
紀
を
編
纂
し
て
い
る
。

こ
の
中
書
監
と
秘
書
監
と
を
兼
任
す
る
荀
勗
と
と
も
に
修
史
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
の
が
中
書
令
張
華
で
あ
る
。
博
学
で
聞
こ

え
た
張
華
は
、
著
作
郎
、
中
書
郎
を
歴
任
し
、
泰
始
八
年
（
二
七
二
）
に
中
書
令
と
な
り
、
晋
史
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
る39

。『
晋
書
』

巻
三
六
張
華
伝
に
は
、「
雅
愛
書
籍
、
身
死
之
日
、
家
無
餘
財
、
惟
有
文
史
溢
于
机
篋
。
嘗
徙
居
、
載
書
三
十
乘
。
祕
書
監
摯
虞
撰
定
官

書
、
皆
資
 
之
本
以
取
正
焉
。
天
下
奇
祕
、
世
所
希
有
者
、
悉
在
 
所
。
由
是
博
物
洽
聞
、
世
無
與
比
」
と
秘
書
監
の
摯
虞
が
宮
廷
図

書
の
選
定
に
従
事
し
た
際
、
張
華
の
所
蔵
す
る
書
籍
に
よ
っ
て
校
勘
を
行
っ
た
ほ
ど
の
蔵
書
を
誇
り
、
天
下
の
奇
書
、
世
間
の
稀
覯
本

は
す
べ
て
張
華
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
張
華
は
、
そ
の
多
識
を
活
か
し
精
力
的
に
叙
述
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
前

秦
・
王
嘉
撰
『
拾
遺
記
』
巻
九
晋
時
事
に
は
、

好
觀
祕
異
圖
緯
之
部
、
捃
採
天
下
遺
逸
、
自
書
契
之
始
、
考
驗
神
怪
、
及
世
閒
閭
里
所
說
、
造
博
物
志
四
百
卷
、
奏
於
武
帝
。
帝

詔
詰
問
、
卿
才
綜
 
代
、
博
識
無
倫
、
遠
冠
羲
皇
、
近
次
夫
子
。
然
記
事
採
言
、
亦
多
浮
妄
、
宜
更
刪
翦
、
無
以
冗
長
成
文
。
昔

仲
尼
刪
詩
、
書
、
不
及
鬼
神
幽
昧
之
事
、
以
言
怪
力
亂
神
、
今
卿
博
物
志
、
驚
所
未
聞
、
 
所
未
見
、
將
恐
惑
亂
於
後
生
、
繁
 

於
耳
目
、
可
更
 
截
浮
疑
、
分
爲
十
卷
。

（
張
華
は
）
秘
異
図
緯
の
た
ぐ
い
を
好
ん
で
読
み
、
天
下
の
遺
逸
を
探
し
集
め
、
書
契
の
始
め
よ
り
、
神
怪
や
、
郷
里
社
会
で
の
伝

承
な
ど
を
調
べ
、『
博
物
志
』
四
百
巻
を
書
き
上
げ
、
武
帝
に
呈
上
し
た
。
武
帝
が
詔
を
下
し
詰
問
し
て
い
う
に
は
、
卿
の
才
能
は

万
世
を
綜
覧
し
、
博
識
で
あ
る
こ
と
は
た
ぐ
い
ま
れ
で
、
古
く
は
羲
皇
（
伏
羲
）
に
も
お
よ
び
、
近
年
で
あ
れ
ば
夫
子
（
孔
子
）
に
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次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
事
を
書
き
諸
事
を
採
録
す
る
の
に
、
浮
華
妄
説
が
多
い
。
内
容
を
削
り
、
冗
長
で
な

い
文
章
に
改
め
よ
。
昔
孔
子
が
『
詩
』、『
書
』
を
選
定
す
る
に
あ
た
り
、
鬼
神
、
幽
昧
の
内
容
、
怪
力
乱
神
の
こ
と
に
は
ふ
れ
な

か
っ
た
。
い
ま
卿
の
『
博
物
志
』
を
見
る
に
、
い
ま
だ
聞
き
及
ば
ず
驚
く
べ
き
も
の
、
見
た
こ
と
も
な
く
珍
し
い
と
感
じ
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
後
生
の
耳
目
を
惑
わ
せ
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。
そ
こ
で
疑
わ
し
き
内
容
を
選
別
し
て
わ
け

て
十
巻
と
せ
よ
。

と
、
そ
の
博
識
は
讖
緯
の
書
に
も
及
ん
で
い
る
。
張
華
か
ら
呈
上
さ
れ
た
『
博
物
志
』
四
百
巻
を
受
け
、
武
帝
は
詔
に
よ
っ
て
怪
し
げ

な
記
事
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詰
問
し
、
疑
わ
し
い
記
事
を
大
幅
に
削
り
、
十
巻
に
集
約
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
史
料

の
性
格
上
、
す
べ
て
を
史
実
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
武
帝
が
四
百
巻
の
『
博
物
志
』
を
通
覧
し
た
う
え
で
、「
疑
わ
し
い

記
事
」
を
徹
底
的
に
削
減
す
る
よ
う
に
命
じ
た
と
す
る
点
は
、
興
味
深
い
。

こ
の
新
規
編
纂
物
の
呈
上
に
つ
い
て
は
、『
華
陽
国
志
』
巻
十
一
後
賢
志
陳
寿
伝
に
、「
益
部
自
建
武
後
、
蜀
郡
鄭
伯
邑
、
太
尉
趙
產
、

及
漢
中
陳
申
伯
、
祝
元
靈
、
廣
漢
王
文
表
、
皆
以
博
學
洽
聞
、
作
巴
蜀
耆
煦
傳
。
壽
以
爲
不
足
經
遠
、
乃

巴
漢
撰
爲
益
部
耆
煦
傳
十

編
。
散
騎
常
侍
文
立
表
呈
其
傳
、
武
帝
善
之
、
爲
 
作
郞
」
と
、
陳
寿
が
益
部
で
建
武
以
来
、
編
纂
さ
れ
て
き
た
『
巴
蜀
耆
旧
伝
』
に

満
足
せ
ず
、
巴
蜀
を
あ
わ
せ
『
益
部
耆
旧
伝
』
十
編
を
編
述
し
、
散
騎
常
侍
の
文
立
が
本
伝
を
武
帝
に
呈
上
し
た
と
こ
ろ
、
武
帝
は
本

伝
を
高
く
評
価
し
、
陳
寿
を
著
作
郎
と
し
た
と
あ
る
。
武
帝
の
手
に
達
す
る
書
籍
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い

が
、
当
時
新
規
に
編
ま
れ
た
書
籍
が
呈
上
さ
れ
武
帝
の
目
に
触
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
『
益
部
耆
旧
伝
』
が
秀
作
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
陳
寿
を
著
作
郎
に
任
命
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
の
修

史
に
お
け
る
武
帝
の
影
響
力
が
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
わ
せ
て
こ
の
こ
と
は
、
呈
上
さ
れ
た
書
籍
の
内
容
に
よ
っ
て
は

武
帝
の
判
断
で
書
き
直
し
を
命
ぜ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
叙
述
者
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
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を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
泰
始
三
年
の
「
禁
星
氣
讖
緯
之
學
」
の
詔
勅
の
存
在
を
想
起
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
張
華
が
好
ん
で
見
た
と
さ
れ
る
秘
異
・
図
緯
（
河
図
と
緯
書
）
の
書
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
耳
目
を
驚
か
せ
る
叙
述
に
疑
義
が
呈
さ
れ
る
一
方
、
後
漢
以
降
そ
の
対
象
は
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た

と
え
ば
『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
地
理
類
に
、
外
国
の
こ
と
を
取
り
扱
っ
た
三
国
呉
・
朱
應
撰
『
扶
南
異
物
志
』
一
巻
、「
物
産
の

異
」
を
記
載
し
た
西
晋
・
束
晳
『
撰
發
蒙
記
』
一
巻
と
い
っ
た
多
岐
に
わ
た
る
書
籍
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
、
そ

こ
に
仏
教
的
事
象
が
含
ま
れ
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
仏
教
的
事
象
が
叙
述
対
象
と

な
ら
な
か
っ
た
時
代
背
景
に
つ
い
て
、
当
時
の
叙
述
行
為
の
な
か
で
、
比
較
的
そ
の
過
程
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
が
残
さ
れ
て
い
る
地

理
書
と
賦
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
地
理
書
に
つ
い
て
は
『
晋
書
』
巻
三
五
裴
秀
伝
に
、「
作
禹
貢
地
域
圖
十
八
篇
、
奏
之
、
 
於
祕
府
」
と
、
裴
秀
が
『
禹
貢
地
域

図
』
十
八
篇
を
奏
上
し
、
秘
府
に
所
蔵
さ
れ
た
と
あ
る
。『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
地
理
類
序
に
も
、「
晉
世
、
摯
虞
依
禹
貢
、
周

官
、
作
畿
服
經
、
其
州
郡
及
縣
、
分
野
封
略
、
事
業
國
邑
、
山
陵
水
泉
、
鄕
亭
城
道
里
土
田
、
民
物
風
俗
、
先
賢
煦
好
、
靡
不
具
悉
、

凡
一
百
七
十
卷
」
と
、
摯
虞
が
、『
禹
貢
』・『
周
官
』
に
依
拠
し
て
、
全
国
の
州
郡
お
よ
び
県
と
い
っ
た
行
政
区
域
・
星
宿
の
分
割
と
地

上
の
州
や
国
へ
の
割
り
当
て
、
な
り
わ
い
と
国
都
、
山
岳
、
丘
陵
、
河
川
、
郷
亭
間
の
距
離
、
道
、
特
産
品
に
地
域
風
俗
、
先
賢
を
叙

述
対
象
と
し
た
『
畿
服
経
』
を
編
ん
だ
と
あ
る
。「
悉
く
具
え
ざ
る
は
靡
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、そ
の
地
域
を
構
成
す
る
地
理
的
要
素
は

多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
全
国
を
網
羅
し
た
地
理
的
編
纂
物
が
精
力
的
に
作
成
さ
れ
る
風
潮
の
中
で
、
仏
教
の
浸
透
は
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
増
加
す
る
沙
門
や
仏
教
寺
院
の
建
立
、
お
よ
び
既
存
の
祭
祀
と
関
係
が
あ
っ
た
仏
教
的
事
象
は
各

地
域
の
風
俗
の
変
化
を
示
す
指
標
に
な
り
え
た
と
想
像
で
き
る
。

つ
ぎ
に
賦
に
つ
い
て
は
、『
文
選
』
巻
四
賦
乙
（
左
思
）「
三
都
賦
序
」
に
、「
余
既
思

二
京
、
而
賦
三
都
、
其
山
川
城
邑
則
稽
之
地
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圖
、
其
鳥
獸
 
木
則
驗
之
方
志
、
風
謠
歌
舞
、
各
附
其
俗
、
魁
梧
長
者
、
 
非
其
煦
」
と
、（
張
衡
の
）「
二
京
賦
」
に
な
ら
っ
て
（
魏
・

呉
・
蜀
の
）
三
都
を
賦
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
左
思
が
、
山
川
や
城
邑
に
つ
い
て
は
地
図
を
参
照
し
、
鳥
獣
、
植
物
に
つ
い
て
は
、
地

方
誌
で
確
か
め
、
民
謡
、
歌
、
お
ど
り
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
の
ま
ま
、
当
地
の
魁
梧
（
体
躯
の
優
れ
た
者
、
英
傑
）
や
長
者
（
徳

行
、
学
業
に
秀
で
た
者
）
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
旧
（
既
存
の
記
録
）
に
依
っ
た
と
あ
る
。

具
体
的
に
は
、『
文
選
』
巻
四
賦
乙
「
三
都
賦
序
」
に
引
く
臧
栄
緒
『
晋
書
』
に
、「
左
思
、
字
太
沖
、
齊
國
人
。
少
博
覽
文
史
、
欲

作
三
都
賦
、
乃
詣
 
作
郞
張
載
、
訪
岷
、
邛
之
事
」
と
、「
三
都
賦
」
の
作
成
を
行
う
に
著
作
郎
の
張
載
の
も
と
を
訪
ね
、
蜀
（
岷
、
邛
）

の
事
を
取
材
し
た
と
あ
る
。
小
尾
郊
一
氏
は
、
左
思
が
「
三
都
賦
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、「
地
図
や
方
志
を
た
よ
り
に
し
て
、
事
実

を
叙
べ
よ
う
」
と
し
た
点
か
ら
、
魏
晋
期
に
お
け
る
写
実
精
神
の
台
頭
を
見
い
だ
し
、「
周
囲
の
自
然
お
よ
び
自
然
現
象
を
直
接
見
て
賦

す
る
こ
と
が
、
急
激
に
多
く
な
っ
て
き
た40

」
と
指
摘
す
る
。
栗
山
雅
央
氏
も
現
実
世
界
に
対
応
し
た
正
確
な
情
報
を
求
め
る
武
帝
の
態

度
、
と
く
に
地
理
的
情
報
の
把
握
を
重
視
す
る
態
度
に
言
及
す
る41

。

そ
こ
で
左
思
が
「
三
都
賦
」
を
作
る
さ
い
に
参
照
し
た
と
さ
れ
る
地
理
的
情
報
の
来
源
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西

晋
恵
帝
の
元
康
（
二
九
一
〜
三
〇
〇
）、
永
康
（
三
〇
〇
〜
三
〇
一
）、
大
安
（
三
〇
二
〜
三
〇
四
）
と
い
っ
た
紀
年
が
確
認
で
き
る
郴
州
晋
簡42

が

参
考
に
な
る
。
こ
の
晋
簡
に
は
、
城
邑
、
戸
口
、
田
祖
、
郷
亭
な
ど
の
上
計
の
報
告
に
関
す
る
簡
が
含
ま
れ
る
。
摯
虞
『
畿
服
経
』
と

の
関
連
で
い
え
ば
、
行
政
区
画
や
郷
亭
間
の
距
離
、
丘
陵
、
河
川
、
先
賢
な
ど
の
内
容
が
、
左
思
「
三
都
賦
」
に
つ
い
て
は
、
桂
陽
郡

管
轄
下
の
山
、
河
、
渓
流
の
源
と
流
向
、
山
川
土
地
の
総
面
積
、
鉱
産
資
源
、
陸
生
水
生
の
動
植
物
、
人
文
掌
故
、
と
い
っ
た
内
容
が

あ
る43

。
た
と
え
ば
左
思
は
「
蜀
都
賦
」
で
、「
其
深
則
有
白

命

、
玄
獺
上
祭
、
鱣
鮪
鱒
魴
、
鮷
鱧
鯊

」
と
蜀
地
で
漁
獲
さ
れ
る
魚
種
を

具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
郴
州
晋
簡
に
、「
2
―
２
６
１　

土
地
生
魚
龜
鼈
鯢

鰬
鯄
工
黄
澄
鍾
鱧
」
と
、
桂
陽
郡
で
採
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れ
る
魚
種
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
に
該
当
す
る
。
そ
の
他
、「
蜀
都
賦
」
に
、「
良
木
攢
於
褒
谷
、
其
樹
則
有
木
 

桂
、
杞
櫹
椅
桐
、
椶

楔
樅
」
と
、
褒
谷
の
渓
谷
に
良
木
が
自
生
し
、
そ
の
具
体
的
な
木
の
種
類
を
挙
げ
る
点
も
郴
州
晋
簡
に
、「
2
―

１
５
６　

土
地
生
木
松
楊
楮
棐
黃
薪
椒
柟
梓
楑
板
樜
桑
枹
」
と
あ
り
、「
三
都
賦
」
の
内
容
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
く
わ
え
て
郴

州
晋
簡
に
は
、「
2
―
２
０
０　

桐
梁
溪
原
（
源
）
出
縣
翁
原
山
」
と
い
っ
た
桂
陽
郡
管
轄
下
の
山
、
河
、
渓
流
の
源
と
流
向
に
つ
い
て

の
記
録
や
、「
2
―
１
８
０　

土
地
生
熊
虎
豹

蛇
蜈
蚣

能
 
害
人
陸
生
之
屬
」
と
、
桂
陽
郡
の
水
生
、
陸
生
の
動
植
物
の
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
郴
州
晋
簡
の
内
容
に
は
、
摯
虞
『
畿
服
経
』
や
左
思
「
三
都
賦
」
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
り
、
当
時
の
修
史
と

も
関
わ
る
地
理
書
や
賦
の
素
材
と
し
て
上
計
報
告
の
内
容
が
直
接
的
、な
い
し
は
間
接
的
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る44

。
ま
た
、

西
晋
期
の
地
理
書
や
賦
に
仏
教
的
事
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実45

は
、
そ
の
も
と
と
な
る
既
存
の
記
録
に
仏
教
的
事
象

が
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
当
時
き
わ
め
て
広
範
な
地
理
的
構
成
要
素
を
内
包
し
た
上
計
報
告
に
も
仏
教
に
関
わ
る

内
容
が
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

く
わ
え
て
こ
こ
で
、
賦
の
評
価
が
史
官
任
官
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
『
晋

書
』
巻
五
五
張
載
伝
に
は
、「（
張
）
載
又
爲
 
汜
賦
、
司
隸
校
尉
傅
玄
見
而
嗟
歎
、
以
車
迎
之
、
言
談
盡
日
、
爲
之
延
譽
、
遂
知
名
。
起

家
佐
 
作
郞
、
出
補
肥
鄕
令
、
復
爲
 
作
郞
」
と
、
張
載
が
「
濛
汜
賦
」
を
作
り
、
泰
始
五
年
（
二
六
九
）
に
司
隸
校
尉
と
な
っ
た
傅
玄

に
見
い
だ
さ
れ
著
作
郎
と
な
っ
た
と
あ
る
。

当
時
、
上
計
報
告
や
地
理
書
、
地
図
と
い
っ
た
記
録
に
基
づ
き
「
賦
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
賦
の
評
価
は
史
官
登
用
に
つ
な
が
っ
て

い
た
。
こ
の
既
存
の
記
録
に
準
拠
す
る
姿
勢
は
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
設
官
部
九
秘
書
監
五
六
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に
、「
 
嶠
字

叔
駿
、
爲
祕
書
監
、
詔
曰
、
嶠
體
道
弘
、
棯
文
雅
洽
、
通
歷
覽
古
今
、
博
文
多
識
、
屬
書
實
錄
、
有
良
史
之
才
者
也
」
と
、「
實
錄
」
と
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評
価
さ
れ
、
当
時
の
史
書
編
述
の
才
能
を
示
す
指
標
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
西
晋
期
の
歴
史
叙
述
、
と
く
に
西
晋
を
対
象
と
し
た

歴
史
叙
述
中
に
仏
教
的
事
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
背
景
を
見
い
だ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
實
錄
」
を
評
価
す
る
社
会
的
風
潮
の
な
か
で
、
仏
教
的
事
象
は
地
理
的
な
構
成
要
素
と
し
て
認
知
さ
れ

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
理
書
や
賦
の
素
材
と
な
る
上
計
報
告
の
内
容
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
当
時

の
史
書
中
に
仏
教
的
事
象
が
書
か
れ
な
か
っ
た
直
接
的
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
四
章　

東
晋
期
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
仏
教

東
晋
期
に
は
、
郗
超46

『
東
山
僧
伝
』
と
釈
法
済
（
竺
法
済
）『
高
逸
沙
門
伝
』
と
い
っ
た
仏
教
系
の
人
物
伝
が
現
れ
る
。
郗
超
『
東
山

僧
伝
』
は
、
丁
国
鈞
『
補
晋
書
藝
文
志
』
史
部
雑
伝
類
に
、
郗
景
興
『
東
山
僧
伝
』
を
引
く
が
佚
文
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
内
容
は
不
明

で
あ
る
。
一
方
の
『
高
逸
沙
門
伝
』
は
複
数
の
佚
文
が
残
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
け
る
重
要
な
分
析
対
象
と
な
る
。
本
伝
は
、『
高
僧

伝
』
巻
四
義
解
一
晋
剡
東
仰
山
竺
法
潜
伝
に
、「
竺
法
濟
幼
有
才
 
、
作
高
逸
沙
門
傳
」
と
あ
る
。
竺
法
済
の
師
で
あ
る
竺
法
潜
が
王
敦

の
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
本
伝
は
、
東
晋
の
著
作
と
わ
か
る
。
本
伝
は
も
っ
と
も
早
期
の
仏
教
系
人
物
伝
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、『
高
逸
沙
門
伝
』
を
中
心
に
東
晋
に
お
け
る
仏
教
浸
透
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
お
き
た

い
。『

世
説
新
語
』
方
正
第
五
、四
五
劉
孝
標
注
に
引
く
『
高
逸
沙
門
伝
』
に
は
、「
晉
元
、
明
二
帝
、
游
心
玄
虛
、
託
情
道
味
、
以
賓
友
待

法
師
、
王
公
、
庾
公
傾
心
側
席
、
好
同
臭
味
也
」
と
、
東
晋
初
代
皇
帝
の
元
帝
、
二
代
明
帝
が
仏
道
（
道
味
）
に
心
を
寄
せ
、
竺
仁
深

（
法
師
）
を
賓
友
の
礼
で
待
遇
し
、
ま
た
時
の
権
勢
者
で
あ
る
王
導
、
庾
亮
も
竺
仁
深
に
尊
敬
の
念
を
抱
き
、
交
わ
り
を
も
っ
た
と
さ
れ
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る
。
と
く
に
明
帝
に
つ
い
て
は
、『
弘
明
集
』
巻
十
二
晋
習
鑿
歯
「
与
釈
道
安
書
」
に
、
明
帝
期
に
仏
教
に
対
す
る
潮
目
が
替
わ
り
、
仏

教
が
隆
盛
し
た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る47

。

以
後
も
皇
帝
に
よ
る
仏
教
へ
の
傾
倒
は
続
き
、『
世
説
新
語
』
文
学
第
四
、四
二
劉
孝
標
注
に
引
く
『
高
逸
沙
門
伝
』
に
は
、「（
支
）
遁

居
會
稽
、
晉
哀
帝
欽
其
風
味
、
遣
中
使
至
東
迎
之
、
遁
遂
辭
丘
壡
、
高
步
天
邑
」
と
、
会
稽
に
住
ん
で
い
た
支
遁
を
哀
帝
（
三
六
一
〜

三
六
五
）
が
都
へ
召
し
、
都
で
高
名
を
馳
せ
た
と
あ
る
。
ま
た
、『
世
説
新
語
』
言
語
第
二
、四
八
劉
孝
標
注
に
引
く
『
高
逸
沙
門
伝
』
に

も
、「
法
師
居
會
稽
、
皇
帝
重
其
風
德
、
遣
使
迎
焉
。
法
師
暫
出
應
命
。
司
徒
會
稽
王
天
性
虛
澹
、
與
法
師
結
殷
勤
之
 
。
師
雖
升
履
丹

墀
、
出
入
朱
邸
、
泯
然
曠
逹
、
不
 
 
宇
也
」
と
、
そ
の
徳
風
を
慕
っ
た
皇
帝
の
遣
使
に
よ
り
竺
法
深
は
都
へ
赴
き
、
時
の
執
政
者
で

あ
っ
た
会
稽
王
昱
（
司
馬
昱
）
と
ね
ん
ご
ろ
な
交
わ
り
を
結
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
晋
期
に
編
纂
さ
れ
た
仏
教
系
の
人
物
伝
で
あ

る
『
高
逸
沙
門
伝
』
か
ら
は
、
東
晋
王
室
に
仏
教
が
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、こ
の
こ
と
は
仏
教
的
事
象
が
即
座
に
東
晋
朝
に
お
け
る
修
史
の
素
材
と
な
り
得
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。『
晋
書
』
巻
七
七

蔡
謨
伝
に
は
、
明
帝
の
筆
に
よ
る
仏
画
の
安
置
さ
れ
て
い
た
楽
賢
堂
が
度
重
な
る
戦
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
禍
を
免
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
彭
城
王
紘
が
頌
を
作
成
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
こ
と
に
対
し
、
成
帝
が
朝
臣
に
議
論
さ
せ
た
時
の
蔡
謨
の
上
言
を
載
せ
る
。

佛
者
、
夷
狄
之
俗
、
非
經
典
之
制
。
先
帝
量
同
天
地
、
多
才
多
藝
、
聊
因
臨
時
而
畫
此
象
、
至
於
雅
好
佛
道
、
所
未
承
聞
也
。
盜

賊
奔
突
、
王
都

敗
、
而
此
堂
塊
然
獨
存
、
斯
誠
神
靈
保
祚
之
徵
、
然
未
是
大
晉
盛
德
之
形
容
、
歌
頌
之
所
先
也
。
人
臣
覩
物
興

義
、
私
作
賦
頌
可
也
。
今
欲
發
王
命
、
敕
史
官
、
上
稱
先
帝
好
佛
之
志
、
下
爲
夷
狄
作
一
象
之
頌
、
於
義
有
疑
焉
。
於
是
遂
寢
。

仏
と
は
夷
狄
の
風
俗
で
あ
り
、
経
典
の
定
め
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
先
帝
（
明
帝
）
の
度
量
は
天
に
等
し
く
、
多
才
多
芸
で

あ
り
、
す
さ
び
に
こ
の
仏
画
を
書
い
た
に
す
ぎ
ず
、
平
素
よ
り
仏
教
の
教
え
を
好
ん
だ
と
は
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。
盗
賊
が

か
け
ま
わ
り
王
都
を
破
壊
し
、
こ
の
堂
（
楽
賢
堂
）
だ
け
が
災
禍
を
逃
れ
残
っ
た
の
は
、
神
霊
が
国
家
を
守
っ
て
く
れ
た
し
る
し
で
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あ
り
、
大
晋
の
大
い
な
る
徳
を
現
す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
に
歌
頌
を
作
る
べ
き
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
人
臣
は
物
を
見
て
道

義
の
心
を
お
こ
し
ま
す
の
で
、
ひ
そ
か
に
賦
頌
を
作
る
の
は
よ
い
で
し
ょ
う
。
い
ま
王
命
を
発
し
て
、
史
官
に
上
は
先
帝
が
仏
教

を
好
ま
れ
た
こ
と
を
称
え
、
下
は
夷
狄
の
教
え
の
た
め
に
仏
画
を
書
い
た
こ
と
の
頌
を
作
成
さ
せ
る
の
は
、
徳
義
に
か
な
う
か
と

い
う
点
に
お
い
て
疑
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
（
頌
を
作
る
こ
と
は
）
中
止
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
蔡
謨
が
、
わ
ざ
わ
ざ
史
官
に
勅
命
を
も
っ
て
「
夷
狄
の
宗
教
」
で
あ
る
仏
教
に
関
わ
る
頌
を
作
ら
せ
る
こ
と
に
疑
義
を
呈

し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
が
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
史
官
を
監
督
す
る
秘
書
監
を
歴
任
し
て
い
た
蔡
謨
に
よ
る

建
議
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
指
摘
は
、
当
時
の
修
史
体
制
の
な
か
で
仏
教
的
事
象
が
史
官
の
取
り
扱
う
事
柄
で
は

な
い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
あ
く
ま
で
も
史
官
が
作

成
す
る
公
的
な
頌
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
蔡
謨
も
私
的
な
賦
頌
の
作
成
は
問
題
視
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
に
対
す
る
公
私
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
成
帝
期
に
沙
門
が
王
者
に
敬
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
否
か
を
議
論
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
礼
敬
論
争
」
が
参
考
に
な
る
。
本
論
争
は
咸
康
六
年
（
三
四
〇
）
に
成
帝
の
補
政
に
当
た
っ
て

い
た
庾
冰
と
尚
書
令
の
何
充
と
を
中
心
に
行
わ
れ
た48

。
結
果
的
に
、
沙
門
は
皇
帝
を
拝
礼
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
の
結
論
に
落
ち
着
く

が
、
何
充
等
の
主
張
が
完
全
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

『
弘
明
集
』
巻
十
二
庾
冰
「
重
代
晋
成
帝
沙
門
不
応
敬
詔
」
に
は
、「
通
才
博
採
、
往
往
備
其
事
、
修
之
家
可
矣
、
修
之
國
及
朝
則
不

可
」
と
、
通
才
（
博
学
の
徒
）
は
其
の
事
（
仏
教
）
に
つ
い
て
の
知
識
も
備
え
て
お
り
、
家
で
仏
教
の
教
え
に
則
っ
た
礼
法
を
行
う
こ
と
は

か
ま
わ
な
い
が
、
国
家
、
王
朝
で
行
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
が
詔
勅
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
成
帝
期
に
み
ら
れ
た
仏
教
に
対

す
る
一
連
の
動
き
は
、
私
的
に
は
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
公
の
場
で
は
距
離
を
取
る
と
い
う
明
確
な
態
度
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
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そ
し
て
、穆
帝
期
（
三
四
四
〜
三
六
一
）
に
行
わ
れ
た
李
充
に
よ
る
採
録
数
三
〇
一
四
巻
の
『
晋
元
帝
書
目
四
部
』
で
も
仏
教
に
対
す
る

態
度
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
本
書
目
は
、
仏
典
十
六
巻
を
採
録
し
た
荀
勗
撰
『
晋
武
帝
中
経
簿
』

に
採
録
さ
れ
た
図
書
を
も
と
に
、
東
晋
元
帝
期
に
残
さ
れ
た
書
籍
を
整
理
し
た
書
目
で
あ
り49

、
東
晋
期
に
新
た
に
収
集
さ
れ
た
訳
経
は

採
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
孝
武
帝
期
（
三
七
二
〜
三
九
六
）
に
変
化
の
兆
し
が
見
え
る
。
孝
武
帝
は
太
元
六
年
（
三
八
一
）
に
初
め
て
仏
教
を
奉
じ
、
宮
廷

に
精
舎
を
建
て
沙
門
を
住
ま
わ
せ
た
と
さ
れ
る
（『
晋
書
』
巻
九
孝
武
帝
紀
「
六
年
春
正
月
、
帝
初
奉
佛
法
、
立
精
舍
於
殿
內
、
引
諸
沙
門
以
居
之
」）。

ま
た
当
該
時
期
は
東
晋
期
に
叙
述
さ
れ
た
種
々
の
書
物
を
網
羅
的
に
収
集
す
る
と
と
も
に
、
東
晋
史
を
編
述
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
時

期
で
あ
っ
た50

。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
修
史
を
行
っ
た
孫
盛
は
『
晋
陽
秋
』
に
仏
教
的
事
象
を
叙
述
し
て
い
る
。
孫
盛
が
修
史
を
監
督
す

る
秘
書
監
の
立
場
で
著
作
郎
を
兼
任
（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
七
設
官
部
九
著
作
惣
六
十
に
引
く
『
晋
中
興
書
』「
太
康
孫
錄
云
、
孫
盛
字
安
國
、
以
祕
書
監

領
 
作
」）
し
た
と
い
う
事
実
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
仏
教
的
事
象
が
歴
史
叙
述
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
仏
教
が
皇
室
や
一
部
知
識
人
の
私
的
空
間
だ
け
で
は
な
く
、
東
晋
の
社
会
全
体
へ
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
新
集
疑
経
偽
撰
雑
録
第
三
に
、「
此
土

經
、
出
不
一
時
、
自
孝
靈
光
和
已
來
、
迄
今

晉
興
寧
（
寧
康
）
二
年
、
近
二
百
載
、
値
殘
出
殘
、
遇
全
出
全
、
非
是
一
人
、
難
卒
綜
理
、
爲
之
錄
一
卷
」
と
、
孝
武
帝
の
寧
康
二
年

（
三
七
四
）
に
後
漢
の
霊
帝
光
和
年
間
以
来
訳
出
さ
れ
て
き
た
仏
典
を
釈
道
安
（
三
一
四
〜
三
八
五
）
が
整
理
し
経
典
目
録
『
綜
理
衆
経
目
録
』

を
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

釈
道
安
は
、
興
寧
三
年
（
三
六
五
）
に
そ
の
高
名
を
慕
う
習
鑿
歯
に
よ
っ
て
襄
陽
に
召
致
さ
れ
、
太
元
四
年
（
三
七
九
）
に
襄
陽
が
前
秦

の
苻
堅
に
よ
っ
て
陥
落
す
る
ま
で
の
約
十
五
年
間
に
わ
た
り
滞
在
し
仏
教
布
教
に
尽
力
し
て
い
る
。
そ
の
間
、『
高
僧
伝
』
巻
五
義
解
二

晋
長
安
五
級
寺
釈
道
安
に
は
、「（
釋
道
）
安
以
白
馬
寺
狹
、
乃
更
立
寺
、
名
曰
檀
溪
、
卽
淸
河
張
殷
宅
也
。
大
富
長
者
、
竝
加
贊
助
、
建
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五
層
、
起
房
四
百
」
と
、
襄
陽
の
有
力
者
た
ち
が
釈
道
安
の
た
め
に
五
層
の
塔
、
僧
坊
四
百
を
有
す
る
檀
渓
寺
の
建
立
に
尽
力
し
、

釈
道
安
を
中
心
と
し
た
仏
教
教
団
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る51

。
こ
の
よ
う
に
当
時
仏
教
は
地
域
社

会
に
根
付
い
た
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
地
域
の
優
劣
を
競
う
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
東
晋
社
会
に
お
い
て
、
立
派
な
伽
藍
や
仏
塔

は
景
観
的
優
位
性
を
、
優
れ
た
僧
侶
尼
僧
の
存
在
は
地
域
の
人
材
的
優
位
性
を
示
す
格
好
の
素
材
に
な
り
え
た
と
推
知
で
き
る
。

そ
こ
で
青
州
出
身
の
伏
滔
と
襄
陽
出
身
の
習
鑿
歯
と
の
「
人
物
優
劣
」
の
議
論
、
い
わ
ゆ
る
「
青
楚
人
物
論
」（『
世
説
新
語
』
言
語
第

二
、
七
二
劉
孝
標
注
に
引
く
『（
伏
）
滔
集
』）
を
手
が
か
り
と
し
て
み
た
い
。「
青
楚
人
物
論
」
で
伏
滔
が
春
秋
の
鮑
叔
、
管
仲
か
ら
三
国
魏

の
管
寧
、
華
歆
に
い
た
る
青
州
出
身
の
先
賢
を
論
拠
に
青
州
の
優
越
性
を
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、
習
鑿
歯
は
、
同
じ
く
春
秋
戦
国

両
漢
三
国
晋
の
人
士
に
加
え
、
聖
人
の
埋
葬
地
、
風
土
の
美
し
さ
、
歴
代
大
乱
が
な
か
っ
た
と
い
っ
た
多
様
な
地
理
的
構
成
要
素
を
論

拠
に
地
域
の
優
越
性
を
強
調
し
て
い
る52

。

両
論
の
優
劣
は
さ
て
お
き
、
種
々
の
根
拠
を
も
と
に
議
論
を
展
開
す
る
習
鑿
歯
は
、
な
ぜ
釈
道
安
と
の
交
流
や
襄
陽
に
お
け
る
寺
院

建
立
と
い
っ
た
仏
教
に
関
わ
る
事
柄
を
持
ち
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
習
鑿
歯
は
謝
安
に
宛
て
た
書
簡
で
釈
道
安
を
評
し
て
、

そ
の
人
々
の
耳
目
を
驚
か
す
変
化
の
技
術
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
師
と
弟
子
と
が
尊
敬
し
合
う
関
係
を
築
い
て
い
る
こ
と
を
褒
め

称
え
て
い
る53

。
も
し
習
鑿
歯
が
純
粋
に
自
ら
の
襄
陽
に
対
す
る
思
い
を
開
陳
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
寺
建
立
や
釈
道
安
と
の

交
流
は
、
襄
陽
の
景
観
的
、
人
物
的
優
位
を
示
す
格
好
の
材
料
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、『
世
説
新
語
』
に
は
東
晋
社
会
の
清

談
の
場
で
仏
教
を
議
題
に
し
た
多
く
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
優
劣
議
論
の
素
材
と
し
て
仏
教
が
充
分
に
そ
の
資
格
を
備
え

て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

習
鑿
歯
に
は
、『
襄
陽
耆
旧
記
』
や
『
漢
晋
春
秋
』
と
い
っ
た
著
述
が
あ
る
。
現
存
す
る
『
襄
陽
耆
旧
記
』
に
は
、
地
理
的
情
報
に
加

え
、
襄
陽
を
本
貫
地
と
し
な
い
琅
邪
出
身
の
諸
葛
亮
な
ど
の
伝
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る54

。
こ
の
襄
陽
を
本
貫
と
し
な
い
人
士
を
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立
伝
し
た
と
い
う
事
実
は
、
他
郷
者
で
あ
る
釈
道
安
を
立
伝
す
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
襄
陽
耆
旧
記
』
に

は
釈
道
安
は
も
と
よ
り
、
仏
教
に
関
わ
る
叙
述
は
い
っ
さ
い
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
は
『
漢
晋
春
秋
』
も
同
様
で
あ
る55

。
釈
道
安
に
傾

倒
し
、豊
か
な
仏
教
的
素
養
を
備
え
て
い
た
と
判
断
し
う
る
習
鑿
歯
が
叙
述
中
に
仏
教
関
連
の
事
象
を
残
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、

単
に
習
鑿
歯
個
人
の
叙
述
態
度
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
当
該
時
代
の
修
史
に
お
け
る
仏
教
叙
述
の
態
度
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
判
断
し
う

る
。習

鑿
歯
は
、
著
作
郎
と
し
て
国
史
編
纂
に
携
わ
っ
た
伏
滔
（『
晋
書
』
巻
九
二
伏
滔
伝
「
太
元
中
、
拜
 
作
郞
、
專
掌
國
史
」）
と
同
様
に
国
史

編
纂
に
近
し
い
立
場
（『
晋
書
』
巻
八
二
習
鑿
歯
伝
「
朝
廷
欲
徵
鑿
齒
、
使
典
國
史
、
會
卒
、
不
果
」）
に
あ
っ
た
。
佚
文
と
い
う
史
料
的
制
約
は
あ

る
も
の
の
、
習
鑿
歯
に
仏
教
的
事
象
を
「
書
か
な
い
」
と
い
う
叙
述
態
度
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
習
鑿
歯
の

叙
述
態
度
は
、
先
に
見
た
成
帝
の
詔
勅
に
お
け
る
公
私
を
切
り
わ
け
る
態
度
に
通
底
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
的
に
仏
教
を
信
奉
す
る
こ

と
に
は
問
題
は
な
い
が
、
公
の
立
場
で
は
仏
教
を
表
立
っ
て
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

く
わ
え
て
あ
ら
た
め
て
習
鑿
歯
の
謝
安
に
宛
て
た
書
簡
を
見
て
み
る
と
、釈
道
安
集
団
の
優
れ
た
一
面
を
う
か
が
い
知
る
と
と
も
に
、

東
晋
中
後
期
に
お
い
て
も
そ
の
布
教
活
動
で
人
々
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
神
異
的
な
行
い
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
安
帝
義
熙
年
間
（
四
〇
五
〜
四
一
八
）
の
議
論
と
さ
れ
る
釈
道
恒
「
釈
駁
論
」
に
は
、
当
時
の
沙
門
の
な
か
に
は
田
畑
の
開
墾
、
商
人

と
交
易
し
利
を
競
い
合
っ
た
り
す
る
よ
う
な
者
に
加
え
、
占
い
を
行
い
、
で
た
ら
め
に
吉
凶
を
論
じ
る
よ
う
な
輩
ま
で
も
が
い
た
と
さ

れ
る56

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、桓
玄
は
僧
侶
を
還
俗
さ
せ
る
沙
汰
を
下
し
て
い
る
（『
弘
明
集
』
巻
十
二
桓
玄
「
与
僚
属
沙
汰
僧
衆
教
」）。

沙
汰
書
の
な
か
で
桓
玄
は
仏
教
の
荒
廃
に
加
え
、
仏
教
寺
院
が
賦
役
を
逃
れ
た
人
々
の
逃
亡
先
に
な
り
、
王
朝
政
治
や
仏
教
布
教
に
悪

影
響
が
で
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る57

。
こ
こ
で
は
仏
教
そ
の
も
の
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
不
法
の
徒
の
取
り
締
ま
り
が
主
眼
と

な
っ
て
い
る
が
、
各
県
に
仏
教
寺
院
が
存
在
し
、
無
頼
の
徒
が
た
む
ろ
し
賦
役
を
逃
れ
る
よ
う
な
状
況
が
あ
り
、
仏
教
寺
院
が
社
会
問
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題
の
温
床
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
そ
の
も
の
の
頽
廃
も
仏
教
的
事
象
を
歴
史
叙
述
の
対
象
と
す
る
こ
と
を

阻
む
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
果
と
し
て
、『
東
山
僧
伝
』・『
高
逸
沙
門
伝
』
と
い
っ
た
仏
教
系
人
物
伝
と
袁
宏
・
孫
盛
の
一
部
叙
述
を
の
ぞ
い
て
、
仏
教
的
事
象

は
東
晋
一
代
を
通
し
て
史
官
に
よ
る
王
朝
史
な
ど
の
著
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
士
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た
人
物
伝
や
地
理
書
に
お
い
て
も
叙
述
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
仏
教
的
事
象
が
正
式
に
歴
史
叙
述
の
対
象
と

な
っ
た
と
判
断
で
き
る
の
は
、
劉
宋
を
叙
述
対
象
と
す
る
著
述58

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
仏
典
に
つ
い
て
も
義
熙
八
年
（
四
〇
八
）
に
秘
書

郎
徐
広
の
手
に
よ
っ
て
完
成
し
た
『
晋
義
熙
四
年
秘
閣
四
部
目
録
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
最
終
的
に
書
目
に
含

ま
れ
る
の
は
、
劉
宋
期
に
王
検
（
四
五
二
〜
四
八
九
）
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
『
七
志
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

後
漢
以
降
、
仏
教
は
着
実
に
そ
の
影
響
力
を
朝
野
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
様
子
の
一
端
は
出
土
資
料
や
仏
教
系
文
献
か
ら
も
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
国
社
会
へ
の
急
速
な
浸
透
、
影
響
力
の
拡
大
と
は
裏
腹
に
、
仏
教
は
西
晋
以
後
、
正

史
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
歴
史
叙
述
中
か
ら
忽
然
と
そ
の
姿
を
消
す
。仏
教
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
取
る
東
晋
期
の
叙
述
者
も
、

あ
た
か
も
仏
教
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
叙
述
態
度
に
終
始
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
本
稿
は
、
漢
晋
期
に
お
け
る
仏
教
流
伝

の
拡
大
と
仏
教
的
事
象
に
言
及
し
な
い
当
該
時
代
の
歴
史
叙
述
と
の
不
自
然
な
乖
離
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
当
該
時
代
の
歴
史
叙
述
の

実
態
に
迫
る
こ
と
を
志
向
し
た
。

当
初
、
仏
教
的
事
象
は
三
国
期
に
は
い
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
歴
史
叙
述
中
に
そ
の
姿
を
現
し
始
め
た
。
西
晋
期
に
入
っ
て
も
陳
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寿
の
『
三
国
志
』
に
三
例
の
仏
教
的
事
象
の
叙
述
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
背
景
に
は
仏
教
が
、
寺
院
の
建
立
や
出
家
者
の
増
加
と
い
う

目
に
見
え
る
形
で
浸
透
し
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
徐
々
に
歴
史
叙
述
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
仏
教
的
事
象
で
あ
る
が
、
同
時
代
史
で
あ
る
西
晋
を
対
象
と
す
る
歴
史
叙
述
中
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
複
数
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
は
、
東
晋
期
に
い
た
っ
て
も
庾
冰
や
桓
玄
と
い
っ
た
知
識

人
に
よ
る
儒
教
的
見
地
に
よ
る
仏
教
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
儒
教
的
価
値
基
準
の
な
か
で
仏
教
が
懐
疑
的

に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
こ
れ
だ
け
で
は
歴
史
叙
述
か
ら
仏
教
的
事
象
が

完
全
に
姿
を
消
し
た
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
の
考
え
の
も
と
検
討
を
加
え
、
以
下
の
歴
史
的
要
因
が
あ
っ
た
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
。

そ
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
漢
人
沙
門
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。
武
帝
が
漢
人
に
よ
る
出
家
を
禁
じ
た
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
出
家
す
る
漢
人
の
増
加
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
く
わ
え
て
、
漢
訳
仏
典
が
不
足
し
十
分
に
教
義
を

確
立
し
き
れ
て
い
な
い
仏
教
が
、
そ
の
布
教
の
過
程
で
中
国
固
有
の
種
々
の
思
想
や
祭
祀
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
増
大

し
た
後
漢
以
降
の
祭
祀
を
再
編
し
、
祀
典
を
法
令
化
す
る
魏
朝
以
降
の
動
き
の
中
で
、
祀
典
と
は
認
め
ら
れ
な
い
祭
祀
（
淫
祠
）
と
結
び

つ
い
て
い
た
仏
教
が
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
星
気
・
讖
緯
の
学
の
禁
令
が
星
気
・
讖
緯

の
学
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
仏
教
に
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
諸
背
景
が
、
種
々
の
叙
述
に
素
材
を
提
供
す
る
上
計
報
告
に
仏
教
的
事
象
を
含
ま
な
い
と
い
う
判
断
を
促
し
、
修
史
と

直
接
関
わ
る
地
理
書
や
賦
に
仏
教
的
事
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
結
果
的
に
、
武
帝
が
主
導
す
る
校

書
事
業
で
漢
訳
仏
典
の
採
録
は
わ
ず
か
十
六
巻
に
と
ど
ま
り
、
実
録
を
重
ん
じ
る
修
史
体
制
の
中
で
も
仏
教
的
事
象
が
叙
述
の
対
象
と

認
め
ら
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
西
晋
史
を
対
象
と
し
た
「
史
」
書
中
に
仏
教
的
事
象
が
書

か
れ
な
か
っ
た
歴
史
的
背
景
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
「
書
か
な
い
」
と
い
う
叙
述
態
度
は
、
仏
教
が
皇
室
や
政
府
高
官
に
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
東
晋
朝
下
で
も
引
き
継
が
れ
る
。

そ
の
徹
底
ぶ
り
は
、
手
ず
か
ら
仏
画
を
書
い
た
明
帝
の
仏
教
的
事
跡
で
す
ら
史
官
に
よ
る
歴
史
叙
述
の
対
象
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
仏
教
は
そ
の
後
も
朝
野
に
そ
の
影
響
力
を
拡
大
す
る
が
、
成
帝
の
詔
勅
に
見
ら
れ
る
公
の
場
で
は
仏
教
を
信

奉
し
な
い
と
い
う
政
治
態
度
が
、
そ
の
後
の
歴
史
叙
述
に
作
用
し
た
と
考
え
る
。
結
果
と
し
て
、
正
式
に
仏
教
を
信
奉
す
る
こ
と
を
表

明
し
、
宮
廷
内
に
寺
院
を
建
立
し
た
孝
武
帝
期
に
お
い
て
も
、
仏
教
信
奉
者
で
あ
っ
た
習
鑿
歯
が
か
た
く
な
に
仏
教
的
事
象
を
歴
史
叙

述
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
態
度
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
襄
陽
の
釈
道
安
集
団
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
着
実

に
仏
教
集
団
を
構
築
す
る
動
き
が
あ
る
一
方
で
、
奢
侈
な
寺
院
を
建
立
し
、
百
姓
に
負
担
を
強
い
腐
敗
し
て
い
く
仏
教
の
存
在
が
あ
っ

た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

附
言
す
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
貪
欲
な
叙
述
意
識
を
も
つ
漢
晋
人
士
の
仏
教
的
事
象
を
「
書
か
な
い
」
と
い
う
叙
述
態
度
が
、
仏
教

の
内
的
反
省
を
促
し
、
中
国
的
な
教
義
を
昇
華
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
、
漢
晋
期
に
お
け
る
「
書
か
な
い
」
と
い

う
叙
述
態
度
が
劉
宋
期
に
な
っ
て
校
書
、
お
よ
び
修
史
に
お
い
て
仏
教
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
を
構
築
し
た
と
理
解
し
た
い
。

注
①　

森
三
樹
三
郎
『
老
荘
と
仏
教
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
年
、
八
八
頁
）
参
照
。
ま
た
、
当
該
時
期
の
正
史
中
に
見
え
る
仏
教
的
事
象
の
叙
述
に
つ
い
て

は
、
宮
川
尚
志
「
晋
書
仏
教
史
料
稿
附
後
漢
書
・
三
国
志
―
六
朝
正
史
仏
教
道
教
史
料
集
―
」（『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
』
十
九
、一
九
六
四
年
）

参
照
。

②　

塚
本
善
隆
『
中
国
仏
教
通
史
』
第
一
巻
（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
八
年
、
八
三
頁
）
参
照
。

③　

当
該
時
代
の
仏
教
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
②
塚
本
書
、
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）、『
中
国
仏

教
史
』
第
二
巻
、（
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
等
、
参
照
。



漢晋期における仏教流伝と歴史叙述―「書かない」という叙述行為―　永田拓治

115

④　

牧
田
諦
亮
「
高
僧
伝
の
成
立
（
上
）」（『
東
方
学
報
』
四
四
、一
九
七
三
年
）
は
、
慧
皎
が
編
纂
す
る
に
あ
た
り
参
照
し
た
資
料
は
二
十
数
編
に
の
ぼ
っ

た
と
す
る
。

⑤　
『
後
漢
書
』
桓
帝
紀
論
に
「
前
史
稱
桓
帝
好
音
樂
、
善
琴
笙
。
飾
 
林
而
考
濯
龍
之
宮
、
設
 
 
以
祠
浮
圖
、
老
子
」
と
、
前
史
と
引
か
れ
た
も
の
が

『
東
観
漢
記
』
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
記
事
が
仏
教
に
関
し
て
も
っ
と
も
古
い
叙
述
と
な
る
。

⑥　

エ
ー
リ
ク
・
チ
ュ
ル
ヒ
ャ
ー
著
『
仏
教
の
中
国
伝
来
』（
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
五
年
、
八
八
頁
）
は
、「
魚
豢
に
よ
る
仏
教
の
説
明
は
間
違
い
な
く
三

世
紀
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
混
乱
し
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
の
歴
史
と
教
義
が
公
式
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
す
る
。

⑦　

向
井
佑
介
氏
（『
中
国
初
期
仏
塔
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
三
八
頁
）
は
、
融
が
徐
州
で
浮
図
祠
を
造
営
し
て
い
た
同
時
期
に
襄
陽
で
も

浮
図
祠
が
造
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

⑧　

満
田
剛
「
韋
昭
『
呉
書
』
に
つ
い
て
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
十
六
、二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

⑨　
『
広
弘
明
集
』
巻
一
帰
正
篇
漢
顕
宗
開
仏
化
立
本
伝
に
は
、出
典
を
『
呉
書
』
と
し
た
孫
権
赤
烏
四
年
の
仏
教
関
連
記
事
を
載
せ
る
。
前
掲
注
③
鎌
田
書

第
一
巻
（
二
〇
〇
頁
）
は
後
代
の
仏
教
徒
に
よ
る
偽
作
で
あ
る
と
す
る
が
、
満
田
剛
「
中
国
仏
教
文
献
所
引
韋
昭
『
呉
書
』
佚
文
に
つ
い
て
」（『
創
価
大

学
人
文
論
集
』
二
五
、二
〇
一
三
年
）
は
、
韋
昭
『
呉
書
』
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑩　

後
漢
中
期
以
降
揺
銭
樹
仏
像
（
揺
銭
樹
の
樹
頂
、
樹
幹
、
台
座
部
分
に
仏
像
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
）
が
成
都
を
中
心
と
し
た
四
川
盆
地
か
ら
貴
州
な
ど

の
周
辺
地
域
へ
伝
播
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
志
国
『
早
期
仏
像
研
究
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）、
金
子
典
正
「
中
国
早
期
仏

教
の
諸
問
題
―
近
年
報
告
さ
れ
た
長
江
流
域
の
作
例
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
濱
田
瑞
美
編
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

東
ア
ジ
ア
Ⅰ
後
漢
・
三
国
・
南
北
朝
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
等
、
参
照
。

⑪　
『
高
僧
伝
』
巻
一
魏
呉
建
業
建
初
寺
康
僧
会
附
支
謙
伝
に
は
、「
先
有
優
婆
塞
支
謙
、
字
恭
明
、
一
名
越
、
本
月
支
人
、
來
遊
漢
境
。（
中
略
）
漢
獻
末

亂
、
避
地
于
吳
、
孫
權
聞
其
才
慧
、
召
見
悅
之
、
拜
爲
博
士
、
使
輔
導
東
宮
、
與
韋
曜
諸
人
共
盡
匡
益
。
但
生
自
外
域
、
故
吳
志
不
載
」
と
あ
る
。

⑫　
『
藝
文
類
聚
』
巻
七
六
内
典
上
に
、「
續
漢
書
曰
、
天
竺
國
、
一
名
身
 
、
在
大
月
氏
東
南
、
修
浮
圖
佛
道
以
成
俗
、
不
殺
伐
」
と
あ
る
。
た
だ
、
現
存

す
る
『
続
漢
書
』
に
は
当
該
記
事
は
な
く
、『
後
漢
書
』
同
書
列
伝
七
八
西
域
伝
に
、「
天
竺
國
一
名
身
 
、
在
月
氏
之
東
南
數
千
里
、
俗
與
月
氏
同
、
而



立命館東洋史學　第 44號

116

卑

暑
熱
、
其
國
臨
大
水
、
乘
象
而
戰
、
其
人
弱
於
月
氏
、
脩
浮
圖
道
、
不
殺
伐
、
遂
以
成
俗
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
る
。『
藝
文
類
聚
』
が

『
続
漢
書
』
と
混
同
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、『
太
平
御
覧
』
巻
八
〇
二
珍
宝
部
一
珠
上
に
は
、「
司
馬
彪
續
漢
書
曰
、
天
竺
國
、
一
名
身
 
、
出
琉
璃
、
珠

璣
」
と
あ
り
、『
続
漢
書
』
の
記
事
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

⑬　

吉
川
忠
夫
氏
（『
読
書
雑
志
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
第
十
一
章
「
仏
教
と
い
う
異
文
化
―
『
弘
明
集　

広
弘
明
集
』」、
一
九
四
頁
）
は
楚
王
劉
英

の
領
国
に
一
定
規
模
の
教
団
組
織
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑭　
『
後
漢
書
』
列
伝
三
二
楚
王
英
伝
は
「
心
」
を
「
也
」
に
作
る
。

⑮　

遠
藤
祐
介
氏
（『
六
朝
期
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
研
究
』
白
帝
社
、
二
〇
一
四
年
、
六
三
頁
）
は
、『
後
漢
紀
』
の
本
記
事
に
つ
い
て
、「
後
漢
代
の
関
心

事
を
客
観
的
に
記
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
東
晋
代
の
人
物
が
考
え
た
仏
教
の
優
位
点
を
整
理
し
た
内
容
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
す
る
。

⑯　

常
磐
大
定
氏
（『
支
那
に
於
け
る
仏
教
と
儒
教
道
教
』
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
、
五
一
・
五
二
頁
）
は
、
孫
盛
が
仏
教
の
暗
示
を
も
っ
て
老
子
を
批
判

し
た
と
す
る
。
一
方
、
蜂
屋
邦
夫
氏
（「
孫
盛
の
歴
史
評
と
老
子
批
判
」、『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
一
、一
九
八
〇
年
）
は
、
そ
の
説
を
否
定
す
る
。

⑰　
『
隋
書
』
巻
三
三
史
部
起
居
注
に
は
「
晉
泰
元
起
居
注
二
十
五
卷
、
梁
五
十
四
卷
」
と
あ
る
。

⑱　
『
高
僧
伝
』
巻
五
議
解
二
晋
京
師
瓦
官
寺
竺
法
汰
に
、「
以
晉
太
元
十
二
年
卒
、
春
秋
六
十
有
八
、
烈
宗
孝
武
詔
曰
、
汰
法
師
道
播
八
方
、
澤
流
後
裔
、

奄
爾
喪
逝
、
痛
貫
于
懷
、
可
賻
錢
十
 
、
喪
事
所
須
、
隨
由
備
辨
」
と
あ
る
。

⑲　

喬
治
忠
・
劉
文
英
「
中
国
古
代
「
起
居
注
」
記
史
体
制
的
形
成
」（『
史
学
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
、
総
一
三
八
期
）
は
、
西
晋
東
晋
期
の
官
撰

起
居
注
が
重
撰
さ
れ
個
人
の
名
が
編
者
と
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑳　
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
十
三
竺
法
護
伝
第
七
に
は
、「
竺
法
 
、
其
先
月
支
國
人
也
、
世
居
燉
煌
郡
、
年
八
歲
出
家
、
事
外
國
沙
門
竺
高
座
爲
師
、
誦
經
日

 
言
、
過
目
則
能
、
天
性
純
懿
、
操
行
精
 
、
篤
志
好
學
、
 
里
尋
師
、
是
以
博
覽
六
經
、
涉
獵
百
家
之
言
、
雖
世
務
毀
譽
、
未
嘗
介
於
視
聽
也
、
是
時

晉
武
之
世
、
寺
廟
圖
像
、
雖
崇
京
邑
、
而
方
等
深
經
、
 
在
西
域
、
 
乃
槪
然
發
憤
、
志
弘
大
道
、
遂
隨
師
至
西
域
、
遊
歷
諸
國
、
外
國
 
言
、
三
十
有

六
種
、
書
亦
如
之
、
 
皆
遍
學
、
貫
綜
詁
訓
、
音
義
字
體
、
無
不
備
曉
、
遂
大
齎
胡
本
、
還
歸
中
夏
、
自
燉
煌
至
長
安
、
沿
路
傳
譯
、
寫
爲
晉
文
、
所
 

大
小
乘
經
賢
劫
、
大
哀
、
正
法
 
、
普
耀
等
凡
一
百
四
十
九
部
、
孜
孜
所
務
、
唯
以
弘
通
爲
業
、
終
身
譯
寫
、
勞
不
吿
惓
、
經
法
所
以
廣
流
中
 
者
、
 

之
力
也
」
と
あ
る
。
竺
法
護
の
訳
経
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
②
塚
本
書
、
第
四
章
「
西
晋
の
仏
教
」
第
三
節
「
竺
法
護
の
大
翻
訳
事
業
と
宣
教
」、
前
掲
注
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③
鎌
田
書
第
一
巻
、
第
三
章
「
西
晋
の
仏
教
」
第
二
節
「
竺
法
護
の
翻
訳
事
業
」
に
詳
し
い
。

㉑　

永
田
拓
治
「
魏
晋
期
に
お
け
る
校
書
事
業
と
史
書
編
纂
」（『
中
国
古
代
史
論
叢
』
九
、二
〇
一
七
年
）
参
照
。

㉒　

中
嶋
隆
蔵
『
六
朝
思
想
の
研
究
―
士
大
夫
と
仏
教
思
想
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
五
年
、
五
頁
）
参
照
。

㉓　
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
十
三
竺
法
護
伝
第
七
に
は
、「
是
時
晉
武
之
世
、
寺
廟
圖
像
、
雖
崇
京
邑
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
序
は
「
至
晉
永
嘉
、

唯
有
寺
四
十
二
所
」
と
あ
る
。

㉔　
『
弘
明
集
』
巻
十
二
桓
玄
「
難
王
謐
」
に
は
、「
曩
者
晉
人
無
奉
佛
、
沙
門
徒

、
皆
是
諸
胡
、
且
王
者
與
之
不
接
、
故
可
任
其
方
俗
、
不
爲
之
檢
耳
、

今
主
上
奉
佛
、
親
接
法
事
、
事
 
於
昔
」
と
あ
り
、
東
晋
以
前
に
は
漢
人
の
沙
門
信
者
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
胡
人
で
皇
帝
も
仏
教
に
は
親
し
ん
で
い

な
か
っ
た
と
の
認
識
も
あ
っ
た
。

㉕　

前
掲
注
③
鎌
田
書
第
一
巻
（
一
八
五
頁
）
は
、「
後
漢
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
伝
訳
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
大
部
分
が
経
で
あ
り
、
僧
団
組
織
に
必
要
な

律
の
戒
本
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
弘
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
。

㉖　

宮
川
尚
志
『
六
朝
史
研
究
宗
教
編
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
四
年
、
第
十
四
章
「
水
経
注
に
見
え
た
祠
廟
」
三
八
五
頁
）
は
、『
水
経
注
』
中
の
祠
廟

の
記
事
に
「
寺
」
と
「
祀
」
の
混
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

㉗　

任
継
愈
主
編
『
定
本
中
国
仏
教
史
Ⅰ
』（
柏
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
一
三
頁
）
は
、
魏
の
建
国
初
期
に
お
い
て
仏
教
が
黄
老
神
仙
の
方
術
や
鬼
神
の
祭

祀
と
と
も
に
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
と
す
る
。

㉘　

安
居
香
山
・
中
村
璋
八
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
、
第
九
章
「
漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教
」
二
六
八
・
二
六
九

頁
）
は
、
仏
教
布
教
の
た
め
に
中
国
固
有
の
思
想
や
俗
信
へ
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
と
く
に
、
図
讖
の
知
識
が
駆
使
さ
れ
た
と
す
る
。

㉙　

三
浦
雄
城
氏
（「
後
漢
官
学
に
お
け
る
讖
緯
と
章
句
」『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
三
五
、二
〇
二
〇
年
）
は
、後
漢
一
代
を
通
じ
て
讖
緯
を
取
り
込
ん
だ
官

学
の
章
句
が
太
学
で
教
授
さ
れ
る
こ
と
で
、
讖
緯
的
解
釈
が
持
続
的
に
継
承
さ
れ
た
と
す
る
。

㉚　

宮
川
尚
志
『
六
朝
史
研
究　

政
治
社
会
篇
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
六
年
、
第
二
章
「
禅
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
」）
参
照
。

㉛　

漢
魏
禅
譲
に
お
け
る
讖
緯
思
想
に
つ
い
て
は
、
平
秀
道
「
魏
の
文
帝
と
図
讖
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
〇
四
、一
九
七
四
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
小
林

春
樹
「
三
国
時
代
の
正
統
理
論
に
つ
い
て
」（『
東
洋
研
究
』
一
三
九
、二
〇
〇
一
年
）
は
、五
行
相
生
説
と
讖
緯
思
想
と
を
禅
譲
の
理
論
的
根
拠
と
し
た
こ
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と
が
、
永
続
す
る
天
命
と
い
う
概
念
を
消
滅
さ
せ
、
王
朝
の
寿
命
と
い
う
べ
き
概
念
を
顕
在
さ
せ
た
と
す
る
。

32　

川
原
秀
城
氏
（『
中
国
の
科
学
思
想
』
創
文
社
、
一
九
九
六
年
、
二
八
頁
）
は
、
星
気
と
讖
緯
の
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
権
力
に
と
っ
て
不
可
欠
の
学
術

で
あ
る
と
と
も
に
、
公
的
な
危
険
に
富
む
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
。

33　

平
秀
道
氏
（「
讖
緯
思
想
と
仏
教
経
典
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
四
七
、一
九
五
四
年
）
は
、竺
法
護
の
訳
経
に
讖
緯
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
。

34　

福
原
啓
郎
『
西
晋
の
武
帝　

司
馬
炎
』（
白
帝
社
、
一
九
九
五
年
、
一
四
九
頁
）
参
照
。

35　

冨
谷
至
『
漢
唐
法
制
史
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

36　

張
鵬
一
編
著
、
徐
清
廉
校
補
『
晋
令
輯
本
存
』（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、「
祠
令
第
八
」）
参
照
。

37　

前
掲
注
②
塚
本
書
（
一
二
四
頁
）
は
、「
曹
魏
初
世
に
つ
づ
い
た
民
間
祠
廟
絶
滅
や
方
士
巫
覡
や
呪
術
神
仙
術
の
封
鎖
政
策
は
、
道
教
的
仏
教
と
し
て
宣

教
さ
れ
て
い
た
仏
教
界
の
一
部
に
も
反
省
を
与
え
」
た
、
と
指
摘
す
る
。

38　

前
掲
注
③
鎌
田
書
第
一
巻
、
二
七
一
頁
、
参
照
。

39　

張
華
の
来
歴
に
つ
い
て
は
『
晋
書
』
巻
三
六
張
華
伝
に
、「
郡
守
鮮
于
嗣
 
 
爲
太
常
博
士
、
盧
欽
言
之
於
文
帝
、
轉
河
南
尹
丞
、
未
拜
、
除
佐
 
作

郞
。
頃
之
、
遷
長
史
、
抒
中
書
郞
。（
中
略
）、
晉
受
禪
、
拜
黃
門
侍
郞
、
封
關
內
侯
。
 
强
記
默
識
、
四
海
之
內
、
 
指
諸
掌
、（
中
略
）
數
歲
、
拜
中
書

令
、
後
加
散
騎
常
侍
、
遭
母
憂
、
哀
毀
過
禮
、
中
詔
勉
勵
、
逼
令
攝
事
、（
中
略
）
 
名
重
一
世
、

所
推
服
、
晉
史
及
儀
禮
憲
章
竝
屬
於
 
、
多
所
損

益
。
當
時
詔
誥
皆
所
 
定
、
聲
譽
益
盛
、
有
台
輔
之
望
焉
、
而
 
勗
自
以
大
族
、
恃
帝
恩
深
、
憎
疾
之
、
每
伺
閒
隙
、
欲
出
 
外
鎭
」
と
あ
る
。

40　

小
尾
郊
一
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
二
三
五
、二
四
〇
頁
）
参
照
。

41　

栗
山
雅
央
『
西
晋
朝
辞
賦
文
学
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
、
六
章
「
左
思
「
三
都
賦
」」）
参
照
。

42　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、
郴
州
市
文
物
処
「
湖
南
郴
州
蘇
仙
Ｊ
４
三
国
呉
簡
」（『
出
土
文
献
研
究
』
第
七
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）、

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、
郴
州
市
文
物
処
「
湖
南
郴
州
蘇
仙
遺
址
発
掘
簡
報
」（
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
湖
南
考
古
輯
刊
』
第
八
集
、
岳
麓
書

社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

43　

伊
藤
敏
雄
・
永
田
拓
治
「
郴
州
晋
簡
初
探
―
上
計
及
び
西
晋
武
帝
郡
国
上
計
吏
勅
戒
等
と
の
関
係
を
中
心
に
」（『
長
沙
呉
簡
研
究
報
告
』
二
〇
一
〇
年
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特
刊
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

44　

永
田
拓
治
「
上
計
制
度
与
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
的
編
纂
―
郴
州
晋
簡
与
『
襄
陽
耆
旧
記
』」（『
古
代
長
江
中
游
社
会
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
）
参
照
。

45　

前
掲
注
⑮
遠
藤
書
（
第
一
章
「
東
晋
代
に
お
け
る
士
大
夫
の
宗
教
的
関
心
と
仏
教
」）
は
孫
綽
の
『
遊
天
台
山
賦
』
に
仏
教
的
世
界
観
が
読
み
込
ま
れ
て

い
た
と
す
る
。

46　

郗
超
（
三
三
六
〜
三
七
七
）
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
「
郗
超
の
仏
教
思
想
―
東
晋
仏
教
の
一
性
格
―
」（『
塚
本
博
士
頌
寿
記
念　

仏
教
史
学
論
集
』

塚
本
博
士
頌
寿
記
念
会
、
一
九
六
一
年
）
に
詳
し
い
。

47　

習
鑿
歯
は
、「
夫
自
大
敎
東
流
四
百
餘
年
矣
。
雖
 
王
居
士
時
有
奉
者
、
而
眞
丹
宿
訓
先
行
上
世
、
道
運
時
遷
、
俗
未
僉
悟
、
 
悅
濤
波
下
士
而
已
。
唯

肅
祖
明
皇
帝
實
天
降
德
、
始
欽
斯
道
、
手
畫
如
來
之
容
、
口
味
三
昧
之
旨
、（
中
略
）
道
業
之
隆
、
 
盛
於
今
」
と
、
仏
教
が
東
流
し
て
か
ら
四
百
年
あ
ま

り
、
藩
王
・
居
士
に
は
仏
教
を
信
奉
す
る
も
の
が
い
た
が
、
真
丹
宿
訓
（
中
国
独
自
の
教
え
）
が
古
来
行
わ
れ
て
お
り
、
仏
教
に
よ
り
自
身
を
高
め
た
の

は
下
士
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
帝
期
が
契
機
と
な
り
、
仏
教
の
教
え
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

48　

前
掲
注
⑮
遠
藤
書
（
第
二
部
第
一
章
「
咸
康
論
争
の
思
想
史
的
意
義
」）
は
、こ
れ
ま
で
庾
冰
と
何
充
と
の
論
争
と
理
解
さ
れ
て
き
た
咸
康
論
争
に
成
帝

の
積
極
的
な
関
与
を
み
い
だ
す
。
ま
た
氏
は
、
成
帝
が
第
三
局
と
し
て
公
私
の
区
分
を
明
確
に
し
、
儒
仏
二
教
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
対
処
法
を

提
示
し
た
と
す
る
。

49　

永
田
拓
治
「
東
晋
期
に
お
け
る
校
書
事
業
と
晋
史
編
纂
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
四
六
、二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

50　

前
掲
注
44
永
田
論
文
参
照
。

51　

釈
道
安
の
襄
陽
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
②
塚
本
書
、
第
七
章
「
中
国
仏
教
史
上
の
道
安
」、
前
掲
注
③
鎌
田
書
第
一
巻
、
第
五
章
「
釈
道
安
―

中
国
仏
教
の
開
拓
者
」、
吉
川
忠
夫
『
六
朝
隋
唐
文
史
哲
論
集
Ⅱ
宗
教
の
諸
相
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
〇
年
、
第
七
章
「
襄
陽
の
道
安
教
団
」）
等
、
参
照
。

52　

永
田
拓
治
「「
先
賢
伝
」「
耆
旧
伝
」
の
歴
史
的
性
格
―
漢
晋
時
期
の
人
物
と
地
域
の
叙
述
と
社
会
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
二
一
、二
〇
〇
六
年
）
参

照
。

53　
『
高
僧
伝
』
巻
五
巻
五
義
解
二
晋
長
安
五
級
寺
釈
道
安
に
は
、「
來
此
見
釋
道
安
、
故
是
遠
勝
、
非
常
道
士
、
師
徒
數
百
、
齋
講
不
倦
、
無
變
化
伎
術
、
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可
以
惑
常
人
之
耳
目
、
無
重
威
大
勢
、
可
以
整
羣
小
之
參
差
、
而
師
徒
肅
肅
、
自
相
尊
 
、
洋
洋
濟
濟
、
乃
是
吾
由
來
所
未
見
」
と
あ
る
。

54　

前
掲
注
44
永
田
論
文
参
照
。

55　

史
注
や
類
書
が
『
襄
陽
耆
旧
記
』
や
『
漢
晋
春
秋
』
の
仏
教
的
事
象
を
採
録
し
な
か
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
福
井
文
雅
「『
世
説
新

語
』
成
立
の
宗
教
的
背
景
」（『
加
賀
博
士
退
官
記
念　

中
国
文
史
哲
学
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
劉
孝
標
は
仏
教
に
深
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
劉
孝
標
が
、数
多
く
の
仏
教
的
逸
話
を
残
す
『
世
説
新
語
』
注
を
附
す
に
あ
た
り
、『
襄
陽
耆
旧
記
』
や
『
漢
晋
春
秋
』
の
仏
教

的
要
素
だ
け
を
排
除
し
た
と
は
判
断
し
に
く
い
。

56　
『
弘
明
集
』
巻
六
釈
道
恒
「
釈
駁
論
」
に
、「
何
其
棲
託
高
遠
而
業
尙
鄙
近
、
至
於
營
求
孜
伋
、
無
暫
寧
息
、
或
墾
殖
田
圃
、
與
農
夫
齊
流
、
或
商
旅
博

易
、
與

人
競
利
、
或
矜
恃
醫
道
、
輕
作
寒
暑
、
或
機
巧
 
端
、
以
濟
生
業
、
或
占
相
孤
虛
、
妄
論
吉
凶
、
或
詭
道
假
權
、
要
射
時
意
、
或
聚
畜
委
積
、

頤
養
有
餘
」
と
あ
る
。

57　
『
弘
明
集
』
巻
十
二
に
は
、「
佛
所
貴
無
爲
、
慇
懃
在
於
絕
欲
、
而
比
者
陵
遲
、
遂
失
斯
道
、
京
師
競
其
奢
淫
、
榮
 
紛
於
朝
市
、
天
府
以
之
傾
匱
、
明

器
爲
之
穢
黷
。
避
役
鐘
於
百
里
、
逋
逃
盈
於
寺
廟
、
乃
至
一
縣
數
千
、
猥
成
屯
 
、
邑
聚
遊
食
之
羣
、
境
積
不
羈
之

。
其
所
以
傷
治
害
政
、
塵
滓
佛
敎
、

固
已
彼
此
俱
弊
、
實
汚
風
軌
矣
」
と
、
桓
玄
は
仏
教
の
正
し
い
教
え
が
廃
れ
、
都
で
は
奢
侈
を
競
い
合
い
伽
藍
が
朝
廷
や
街
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
朝
廷
の
財

政
を
逼
迫
し
、
礼
制
を
け
が
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
王
朝
の
政
治
を
損
な
い
妨
害
し
、
仏
教
を
冒
涜
す
る
行
為
は
、
政
治
と
仏

教
と
を
と
も
に
疲
弊
さ
せ
、
風
紀
を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
沙
汰
の
理
由
を
挙
げ
る
。

58　

宮
川
尚
志
「
宋
書
佛
教
史
料
稿
―
六
朝
正
史
仏
教
・
道
教
史
料
集
の
五
」（『
東
海
大
学
紀
要
（
文
学
部
）』
十
三
、一
九
六
九
年
）
等
、
参
照
。

（
阪
南
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
教
授
）


